
  

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条第１項 

【提出先】 近畿財務局長 

【提出日】 平成18年６月23日 

【事業年度】 第５期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

【会社名】 株式会社 大阪証券取引所 

【英訳名】 Osaka Securities Exchange Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  米 田 道 生 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北浜一丁目８番16号 

【電話番号】 (06)4706-0800 

【事務連絡者氏名】 常務執行役員  中 川 博 司 

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北浜一丁目８番16号 

【電話番号】 (06)4706-0830 

【事務連絡者氏名】 財務部長  寺 倉 功 一 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 

  株式会社大阪証券取引所 東京支社 

  (東京都中央区日本橋茅場町一丁目７番１号*) 

*平成18年５月１日 移転 



第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 株価収益率は、当所の株式が第１期、第２期、第３期とも非上場であり店頭登録も行っておらず、期中平均株価の把握が

困難なため記載しておりません。 

４ 第１期には、固定資産除却損555百万円、貸倒引当金繰入額418百万円等を特別損失に計上したことにより、当期純利益は

209百万円となっております。 

５ 第２期は違約損失準備金特定資産及び先物取引等違約損失準備金特定資産取崩高が5,777百万円となったこと等から投資

活動によるキャッシュ・フローの増加は5,046百万円となっております。 

６ 連結子会社でありました株式会社大阪証券会館の全株式譲渡に伴い、第５期より、連結財務諸表を作成していないため、

第５期の主要な経営指標等の推移の連結経営指標等は記載しておりません。 

  

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

営業収益 (百万円) 9,824 9,895 10,078 10,029 ―

経常利益 (百万円) 1,376 1,905 2,971 3,360 ―

当期純利益 (百万円) 209 938 1,682 2,009 ―

純資産額 (百万円) 25,165 26,089 29,469 31,324 ―

総資産額 (百万円) 117,238 89,849 187,478 154,846 ―

１株当たり純資産額 (円) 317,743.50 329,413.44 344,446.47 347,908.86 ―

１株当たり 
当期純利益金額 

(円) 2,641.58 11,855.25 20,489.75 22,212.38 ―

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 21.5 29.0 15.7 20.2 ―

自己資本利益率 (％) 0.8 3.7 6.1 6.7 ―

株価収益率 (倍) ― ― ― 18.5 ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 3,991 3,816 4,045 1,738 ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △536 5,046 2,001 △8,653 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △0 △0 1,485 △292 ―

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 9,837 18,699 26,232 19,025 ―

従業員数 (名) 258 243 215 200 ―



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 
２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 
３ 株価収益率は、当所の株式が第１期、第２期、第３期とも非上場であり店頭登録も行っておらず、期中平均株価の把握が
困難なため、記載しておりません。 

４ 当所は、第１期及び第２期については配当を行っていないため、１株当たり配当額、配当性向を記載しておりません。 
５ 第１期には、固定資産除却損546百万円、貸倒引当金繰入額418百万円等を特別損失に計上したことにより、当期純利益は
183百万円となっております。 

６ 第３期の１株当たり配当額は、普通配当3,000円00銭、特別配当1,000円00銭であります。 
７ 第４期の１株当たり配当額は、普通配当5,000円00銭、特別配当3,000円00銭、記念配当1,000円00銭（中間配当1,000円00
銭）であります。 

８ 第５期の１株当たり配当額は、普通配当6,000円00銭、特別配当8,000円00銭であります。 
９ 第１期から第４期の持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失については連結財務諸表を作成していたため、第５期
については該当する関連会社がないため記載しておりません。 

10 連結子会社でありました株式会社大阪証券会館の全株式譲渡に伴い、第５期よりキャッシュ・フロー計算書を作成してお
ります。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

営業収益 (百万円) 9,636 9,714 9,921 9,882 13,323

経常利益 (百万円) 1,325 1,873 2,946 3,324 5,091

当期純利益 (百万円) 183 917 1,849 1,997 3,262

持分法を適用した場合の 
投資利益又は投資損失 

(百万円) ― ― ― ― ―

資本金 (百万円) 4,000 4,000 4,200 4,723 4,723

発行済株式総数 (株) 79,200 79,200 82,400 90,000 90,000

純資産額 (百万円) 24,751 25,653 29,200 31,043 33,659

総資産額 (百万円) 116,784 89,387 187,188 154,538 266,588

１株当たり純資産額 (円) 312,516.34 323,913.02 341,191.65 344,788.66 373,724.54

１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

― 

(―)

―

(―)

4,000

(―)

9,000 

( 1,000)

14,000

( 4,500)

１株当たり 
当期純利益金額 

(円) 2,310.91 11,581.99 22,516.21 22,072.04 35,979.95

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 21.2 28.7 15.6 20.1 12.6

自己資本利益率 (％) 0.7 3.6 6.7 6.8 10.1

株価収益率 (倍) ― ― ― 18.6 40.6

配当性向 (％) ― ― 17.8 40.8 38.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― ― ― ― 6,418

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― ― ― ― △15,850

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) ― ― ― ― △1,123

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) ― ― ― ― 8,268

従業員数 (名) 255 239 212 198 207



２ 【沿革】 

明治11年６月 大阪株式取引所設立免許(現株式会社大阪証券取引所の前身) 
昭和24年４月 大阪証券取引所設立(会員組織) 同年５月株券売買開始 
昭和31年４月 債券売買開始 
昭和36年10月 市場第二部制度導入 
昭和41年10月 国債売買開始 
昭和49年９月 相場情報伝達システム稼働 
昭和58年11月 市場第二部特別指定銘柄制度（新二部市場）導入 
昭和59年12月 特例銘柄制度導入（平成17年８月廃止） 
昭和62年６月 株券先物取引「株先50」開始(平成４年３月休止、平成15年１月廃止) 

遠隔地会員制度導入 
昭和63年９月 日経平均株価先物取引開始 
昭和63年10月 株券先物取引及び日経平均株価先物取引のシステム取引開始 
平成元年６月 日経平均株価オプション取引開始 
平成元年12月 日経平均株価オプション取引のシステム取引開始 
平成３年２月 株券売買の一部システム売買開始 
平成３年12月 カントリーファンド売買取引開始 
平成６年２月 日経300先物取引・オプション取引開始 
平成８年１月 市場第二部制度改革、市場第二部特則銘柄制度導入 
平成８年４月 株式売買システムと先物売買システムを統合、株式・先物売買システム稼働 

日経300先物限月間スプレッド取引開始 
平成８年10月 外国株券上場制度導入(平成９年８月売買取引開始) 
平成９年５月 日経平均株価先物限月間スプレッド取引開始 
平成９年７月 株券オプション取引開始 
平成９年12月 株券に関する立会外取引制度導入、株券売買取引の全面システム化 
平成10年６月 業種別株価指数先物・オプション取引開始(平成12年11月取引停止) 
平成10年12月 市場第二部特則銘柄制度を発展的に解消し新市場部銘柄制度導入(平成15年４月ニッ

ポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に統合) 
平成11年１月 Ｊ－ＮＥＴ(相対)市場開設(同月売買開始) 
平成11年７月 転換社債券売買の全面システム化 
平成11年11月 株式会社大阪証券会館株式を100％取得し、同社を子会社化 

株価指数先物取引及び株価指数オプション取引に関する立会外大口対当取引制度導
入 

平成12年２月 社会資本整備市場(ＰＦＩ市場)制度導入 
平成12年５月 ナスダック・ジャパン市場開設(同年６月売買開始) 
平成12年６月 東京事務所設置 
平成12年12月 オプティマーク市場開設(同月売買開始、平成13年６月売買休止、平成14年７月同市

場廃止) 
平成13年３月 京都証券取引所と合併 
平成13年４月 株式会社大阪証券取引所に組織変更 
平成13年６月 株価指数連動型上場投資信託受益証券(ＥＴＦ)上場制度導入(同年７月売買開始) 
平成13年12月 ベンチャーファンド上場制度導入(平成14年１月売買開始) 
平成14年５月 株価指数先物取引及び株価指数オプション取引に関する参加者間立会外大口取引制

度導入 
平成14年７月 ダウ・ジョーンズ工業株価平均（平成17年12月上場廃止）、ＭＳＣＩ ＪＡＰＡＮ及

びＦＴＳＥ日本指数（平成16年９月上場廃止）の各先物取引開始 
平成14年９月 東京事務所を東京支社に変更 
平成14年11月 市場間監視グループ（ISG）に加入 
平成14年12月 ナスダック・ジャパン市場をニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に変

更 
平成15年１月 デリバティブの清算機関として有価証券債務引受業を開始 

株式会社日本証券クリアリング機構を株券等の清算機関に指定 
平成15年４月 ＩＰＯ取引参加者制度を導入 
平成15年７月 「ヘラクレス指数」算出・公表開始 
平成15年12月 不動産投資信託証券(ＲＥＩＴ)上場制度導入 
平成16年４月 当所株式ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に上場 
平成16年12月 本店を大阪市中央区北浜一丁目８番16号に移転 
平成17年２月 デリバティブ清算システムの稼働開始 
平成17年４月 Russell/Nomura Prime インデックス先物取引開始 
平成17年５月 株式会社大阪証券会館株式を平和不動産株式会社へ譲渡 
平成17年12月 ＴＤnetシステムへ参加 
平成18年２月 新売買システムの完全稼働 



３ 【事業の内容】 

当所は、証券取引法上の株式会社証券取引所、証券取引清算機関であり、取引所有価証券市場の開設・運営及び有

価証券債務引受業を主な事業としています。 

証券取引所は、有価証券の売買等を行うために必要な取引所有価証券市場を開設し、そこに大量の有価証券の需給

を集中することでその流通性を高めるとともに、需給を反映した公正な価格を形成し、かつ、それを公表するという

役割を担っています。 

こうした役割を担っている当所は、有価証券の売買等が公正、円滑に行われ、公益及び投資家の保護が確保される

ことを目的として取引所有価証券市場を開設・運営しています。 

当所が開設する取引所有価証券市場(以下「当所市場」といいます。)においては、次のような取引が行われていま

す。 

① デリバティブ取引 

当所で取引を行うことができるデリバティブ取引には、株価指数の先物及びオプション取引並びに株券オプショ

ン取引があります。 

株価指数の先物取引及びオプション取引には、日経平均株価及び日経株価指数300を対象とする取引等がありま

す。特に日経平均株価先物及び日経平均株価オプションは、我が国を代表するデリバティブ商品であり、当所の事

業の中核的な地位を占めています。 

当所は、今後とも我が国におけるデリバティブ取引の充実に取り組む方針であり、現在、ミニ日経225先物取引

の導入に向けた準備を行っています。 

② 有価証券の売買 

当所で売買を行うことができる有価証券には、株券、証券投資信託受益証券、内国投資証券、外国投資証券等が

あります。 

現物有価証券市場の中核に位置付けられるのが、市場第一部・第二部及びニッポン・ニュー・マーケット－「ヘ

ラクレス」です。当所では、我が国経済の成長を支えるこれら市場の品質と効率性・利便性の向上に取り組んでい

ます。中でも平成12年に設立されたナスダック・ジャパン市場を前身とするニッポン・ニュー・マーケット－「ヘ

ラクレス」は、会社創成期でのＩＰＯを促進するとともに、投資家に有用な投資機会を提供することを目的として

開設した市場であり、内外の高成長企業の株券が上場されるフラッグシップ・マーケットを目指しています。 

この他、当所では、新たな上場商品の開発にも取り組んでいます。最近の主なものとしては、株価指数連動型の

上場投資信託(ＥＴＦ)、未公開企業や上場後５年未満の企業などいわゆる新興企業を投資対象とした会社型投資信

託(ベンチャーファンド)、不動産を投資対象とした会社型投資信託（ＲＥＩＴ）が挙げられます。 

こうした売買を円滑に執行するには、当所の売買・清算システムを安定的に稼働させる必要があります。このた

め、当所は、清算システム（平成17年２月）及び売買システム（平成18年２月）の全面更新を行いました。これに

より、当所の売買・清算システムの処理能力は大きく増強されました。当所では、今後とも積極的にシステムの処

理能力向上に取り組む方針です。 



証券取引所においては、取引の清算を確実に行うことも極めて重要です。このため、当所は当所市場で行われた

デリバティブ取引について、自らが証券取引清算機関としての役割を果たしています。清算機関の役割は、取引の

売り手・買い手それぞれの相手方となって個々の信用リスクを遮断し、取引決済の確実な履行を確保することにあ

り、証券取引清算機関がこうした役割を果たすことによって、初めて有価証券市場は十分に機能することができま

す。このために、当所は、参加者である証券会社の中で決済不履行が発生した場合への備えとして、証券取引法に

よって預託の受入が義務付けられている取引証拠金等のほかに、清算参加者の破綻があった場合の損失を補填する

ための原資として先物取引等違約損失準備金（7,011百万円）を積み立てるなど、十分な財務資源の確保に努めて

います。 

また、平成18年２月に稼働した売買システムにおいては、清算リスク管理プログラムを大幅に増強し、システム

を通じた清算リスクのモニタリング体制を強化しました。 

こうした清算リスクの管理は、当所の経営資源のあり方と関連しており、また、この分野における内外の関心の

高まりや取引仕法の高度化にも鑑み、当所では、昨年７月に、外部の専門家からなる「清算機関を兼ねる上場取引

所のキャッシュ・マネジメントのあり方に関する諮問委員会」を設置し、清算機関としてのリスクへの備えやこれ

に関連する内部留保のあり方について議論を頂きました。同委員会には、昨年12月に、「清算・決済の確実な履行

は上場した取引所・清算機関が企業価値の向上に取り組むための前提である」ことを基本としたうえで、清算リス

ク管理のあり方等に関する幅広い提言を内容とする最終報告書を取りまとめて頂きました。この提言を受けて、当

所では、外部の専門家と参加者の実務者からなる清算業務委員会を立ち上げ、清算リスク管理に関する様々な問題

を議論及び検討頂いているところです。 

当所市場で行われた現物株等の取引の清算については、現物株の統一的な清算機関として全国の証券取引所と日

本証券業協会が共同で設立した株式会社日本証券クリアリング機構に集約しています。当所は、同機構の設立以前

は自ら現物株等の売買の清算も行っており、現物株等の決済不履行に備えた違約損失準備金（2,569百万円）を積

み立てていました。同機構が設立され、現物株等の清算業務が移管された後は、同準備金の積立ての趣旨に鑑み、

同機構等との間に損失補償契約を締結し、同機構の清算業務において決済不履行が発生した場合には、当所は同準

備金の範囲内で同機構に対し損失補償に応じることとしています。 

  



当所市場を運営するにあたり、当所は上場部門、取引部門、機器・情報部門及びその他部門において以下の業務

の運営及びサービスの提供等を行っております。 

  

(注) 業務受託の内容は、㈱証券保管振替機構の大阪事務所として、同社の保管振替業に係る株券等の預託、交付業

務を受託することです。 

  

また、当所は事業運営に係る業務の運営、サービスの提供等に関連し、以下の収入を得ております。 

  

上場部門 
上場審査 当所市場に上場する企業の審査。 

証券管理 当所市場における上場有価証券の管理及びディスクローズ。 

取引部門 

市場監理 
有価証券の売買等に関する市場施設の提供及び有価証券の売買等の
監理。 

参加者監理 当所市場における参加者の監理。 

清算・決済 
当所市場における株価指数先物取引、株価指数オプション取引及び
株券オプション取引に関する清算・決済。 

機器・ 
情報部門 

機器提供 当所市場における有価証券の売買等に関する機器の提供。 

情報提供 当所市場における有価証券の売買等に関する情報の提供。 

その他部門 業務受託等 ㈱証券保管振替機構からの業務受託等(注)。 

収入区分 内容 

参加者料金 
参加者である証券会社から，基本料，売買代金等に応じた取引手数料，デリバティ
ブ商品の清算に係る清算手数料及び注文件数に応じたアクセス料を得ております。 

上場賦課金 
上場会社に対し当該上場会社の上場有価証券の管理や会社情報適時開示(ディスク
ローズ)システム等を提供することにより、有価証券上場手数料と上場有価証券年
賦課金を得ております。 

機器・ 
情報提供料 

当所市場に関する注文や約定のリアルタイムの情報や終値情報等を証券会社や情報
ベンダーに対してオンラインで提供することにより基本料と端末料を得ておりま
す。 

その他 
有価証券上場審査料、印刷物収入、業務受託収入及び参加者参加金等を得ておりま
す。 



当所市場の運営に係る事業系統図は次のとおりとなります。 

 

  



４ 【関係会社の状況】 

当所の連結子会社に所有不動産の賃貸・管理等を行っている株式会社大阪証券会館がありましたが、平成17年４月

26日開催の取締役会において同社株式の平和不動産株式会社への譲渡を決議し、平成17年５月24日に同社の全株式の

引渡しを完了したため関係会社に該当しなくなりました。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であるため、他社への出向者１名は含んでおりません。 

２ 従業員数には、契約社員21名、受入出向者2名を含んでおります。 

３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(2) 労働組合の状況 

当所には、大阪証券取引所労働組合(組合員数：68名)と地域的産業別合同労組である大阪証券労働組合(組合員

数：32名)の２つの労働組合が組織されております。 

  

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

207 42.05 16.09 7,831,608 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当事業年度の我が国経済は、原油価格の高騰等の不安定要因がありましたが、国内企業の設備投資増加や内需拡大

により景気回復傾向を辿り、企業収益も改善を続けました。 

このような実体経済の下、株式市場においては、日経平均株価は前事業年度（10,500円～12,000円台）に比べて上

昇し、期末には17,000円台となりました。 

当所市場における現物株の売買をみると、ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」の売買代金が市場開設

来最高を記録し、現物株全体の売買代金も前事業年度を75.7％上回りました。デリバティブ商品については、日経平

均株価先物取引及び日経平均株価オプション取引の取引高が市場開設来最高を記録し、取引代金も、日経平均株価先

物取引が前事業年度比80.5％増、日経平均株価オプション取引が116.6％増と大きく伸びました。 

他の項目についてみると、上場賦課金が上場会社の上場株式追加上場等により増加し、機器・情報提供料もユーザ

ー数の拡大を背景に増加を続けました。 

この結果、当事業年度の営業収益は前事業年度比34.8％増の13,323百万円となりました。一方、販売費及び一般管

理費も減価償却費及び研究開発費等が増加したため前事業年度比26.1％増の8,473百万円となりました。その結果、営

業利益は前事業年度比53.2％増の4,849百万円、当期純利益は前事業年度比63.3％増の3,262百万円となりました。 

当事業年度の営業収益の概況は次のとおりです。 

ａ 参加者料金及び取引参加者負担金収入 

当事業年度は、ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」の売買代金が市場開設来最高を記録し、現物

株全体の売買代金も前事業年度を75.7％上回りました。デリバティブ商品については、日経平均株価先物取引及

び日経平均株価オプション取引の取引高が市場開設来最高を記録し、取引代金も、日経平均株価先物取引が前期

比80.5％増、日経平均株価オプション取引が同116.6％増となりました。 

また、当事業年度における現物・先物取引等取引資格の取得が１社、喪失が３社、先物取引等取引資格の喪失

が１社、そしてＩＰＯ取引資格の取得が２社あり、当事業年度末の取引参加者数は99社（前期比１社減）となり

ました。 

以上の結果、参加者料金及び取引参加者負担金収入については8,060百万円（前期比59.5％増）となり、その内

訳は、参加者料金としては、基本料収入325百万円、取引手数料収入2,420百万円、清算手数料収入930百万円、ア

クセス料収入359百万円、合計4,034百万円でありました。取引参加者負担金収入としては、定額負担金収入が822

百万円、定率負担金収入が3,038百万円、特別賦課金収入が164百万円、合計4,025百万円でありました。 

ｂ 上場賦課金収入 

当事業年度は、上場会社の上場株式の追加上場等により、有価証券上場手数料は982百万円（前期比20.3％増）

となりました。 



また、上場有価証券年賦課金については、上場会社数の減少により1,009百万円（前期比5.7％減）になりまし

た。その結果、上場賦課金収入は1,992百万円（前期比5.6％増）となりました。 

ｃ 機器・情報提供料 

当事業年度の機器・情報提供料は、ユーザー数の拡大等により3,101百万円（前期比20.0％増）となりました。

ｄ その他 

前記ａのとおり当事業年度は新規の取引資格の取得が少なかったため、参加者参加金の収入が減少したことか

ら、その他営業収益は169百万円（前期比52.8％減）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

  

ａ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純利益が5,220百万円、減価償却費1,676百万円となる一方で、営業未収入金が590百万円増加となっ

たこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは、6,418百万円の収入となりました。 

ｂ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

関係会社株式の売却による収入が723百万円ありましたが、定期預金の預入による支出が6,000百万円、投資有

価証券及び有価証券の取得による支出が合わせて5,993百万円、新システムを中心とした設備投資にかかる無形固

定資産の取得による支出が4,287百万円生じました。これらの結果、投資活動によるキャッシュ・フローは、

15,850百万円の支出となりました。なお、投資にかかる資金は、すべて自己資金によるものです。 

ｃ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払い1,123百万円により、財務活動によるキャッシュ・フローは1,123百万円の支出となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末と比べ10,555百万円減少して、8,268百万円とな

りました。 

なお、キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物と貸借対照表における現金及び預金との関係

は、以下のとおりです。 

（注）前事業年度においては、連結ベースでキャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたので、前期との比較は行っておりま

せん。 

  

  

  

  

  

現金及び預金勘定 14,268百万円 

預入期間３ヶ月を超える定期預金 △6,000百万円 

現金及び現金同等物 8,268百万円 

    



２ 【業務の状況】 

(1) 収益実績 

（単位：百万円、％） 

※ 平成17年４月に参加者料金体系を「取引参加者負担金」から「参加者料金」へ変更しましたが、当事業年度は料金

体系変更の移行期間として新旧両方の体系で計算した料金の和を２で除した金額を適用しています。 

  

(2) 売買高（取引高） 

（単位：％） 

区分 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

金額 構成比 金額 構成比 前年同期比 

参加者料金及び取引参
加者負担金 

5,052 51.1 8,060 60.5 159.5 

  参加者料金 - - 4,034 30.3 - 

    基本料 - - 325 2.4 - 

    取引手数料 - - 2,420 18.2 - 

    清算手数料 - - 930 7.0 - 

    アクセス料 - - 359 2.7 - 

  取引参加者負担金 5,052 51.1 4,025 30.2 79.7 

    定額負担金 1,650 16.7 822 6.2 49.8 

    定率負担金 3,063 31.0 3,038 22.8 99.2 

    特別賦課金 339 3.4 164 1.2 48.5 

上場賦課金 1,887 19.1 1,992 15.0 105.6 

  
有価証券上場手数
料 

816 8.3 982 7.4 120.3 

  
上場有価証券年賦
課金 

1,070 10.8 1,009 7.6 94.3 

機器・情報提供料 2,583 26.1 3,101 23.3 120.0 

その他 358 3.7 169 1.2 47.2 

合計 9,882 100.0 13,323 100.0 134.8 

区分 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

売買高（取引高） 売買高（取引高） 前年同期比 

株式取引 13,999百万株 15,343百万株 109.6 

（うち一・二部） 10,598百万株 13,619百万株 128.5 

（うちヘラクレス） 3,401百万株 1,724百万株 50.7 

日経平均株価先物取引 14,266,748単位 20,841,477単位 146.1 

日経平均株価オプション取
引 

17,221,994単位 28,460,206単位 165.3 

株券オプション取引 1,378,906単位 1,365,554単位 99.0 



(3) 売買代金（取引金額） 

（単位：億円、％） 

  

(4) 上場銘柄 

（単位：％） 

  

(5) 取引参加者 

（単位：社、％） 

  

区分 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

売買代金（取引代金） 売買代金（取引代金） 前年同期比 

株式取引 149,526 262,718 175.7 

（うち一・二部） 100,725 143,283 142.3 

（うちヘラクレス） 48,801 119,434 244.7 

日経平均株価先物取引 1,615,491 2,915,564 180.5 

日経平均株価オプション取
引 

9,479 20,535 216.6 

株券オプション取引 308 379 123.0 

区分 

前事業年度末 
平成17年３月31日時点 

当事業年度末
平成18年３月31日時点 

上場銘柄 上場銘柄 前年同期比 

株券 1,097銘柄 1,054銘柄 96.1 

（うち一・二部） 973銘柄 930銘柄 95.6 

（うちヘラクレス） 124銘柄 124銘柄 100.0 

債券 300種 290種 96.7 

その他（単位：社数、又は
種） 

12 12 100.0 

区分 

前事業年度末 
平成17年３月31日時点 

当事業年度末
平成18年３月31日時点 

参加者数 参加者数 前年同期比 

現物・先物取引参加者 83 81 97.6 

現物取引参加者 - - - 

先物取引等取引参加者 15 14 93.3 

IPO取引参加者 2 4 200.0 

合計 100 99 99.0 



(6) 取引・清算手数料及び定率負担金 

（単位：百万円、％） 

  

(7) 上場賦課金 

（単位：百万円、％） 

  

(8) 販売費及び一般管理費 

（単位：百万円、％） 

区分 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

金額 金額 前年同期比 

取引・清算手数料 - 3,350 - 

  株式取引 - 538 - 

  日経平均株価先物取引 - 1,685 - 

  
日経平均株価オプション
取引 

- 1,116 - 

  株券オプション取引 - 5 - 

  その他 - 4 - 

定率負担金 3,063 3,038 99.2 

  株式取引 427 418 98.0 

  日経平均株価先物取引 1,733 1,551 89.5 

  
日経平均株価オプション
取引 

843 1,035 122.8 

  株券オプション取引 9 5 61.5 

  その他 50 27 55.1 

合計 3,063 6,388 208.6 

区分 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

金額 金額 前年同期比 

有価証券上場手数料 816 982 120.3 

（うちヘラクレス） 175 136 77.7 

（うちその他） 640 845 132.0 

上場有価証券年賦課金 1,070 1,009 94.3 

（うちヘラクレス） 118 129 109.5 

（うちその他） 952 880 92.4 

合計 1,887 1,992 105.6 

区分 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

金額 金額 前年同期比 

人件費 2,173 2,252 103.6 

施設費 565 784 138.6 

運営費 2,374 3,761 158.4 

減価償却費 1,604 1,676 104.5 

合計 6,717 8,473 126.1 



３ 【対処すべき課題】 

業務運営面及び内部管理面において、当所が対処すべき課題は次のとおりです。 

ａ デリバティブ市場関連の課題 

当所は、株価指数先物取引及び株価指数オプション取引において、国内トップシェアを誇っていますが、当所の

主力商品である日経平均株価先物取引を扱うシンガポール取引所（以下「ＳＧＸ」といいます。）の取引高が増加

しているほか、国内の他の株価指数先物取引が伸長するなど、厳しい競争環境が続いています。このような状況に

対処し、当所は、平成18年２月に処理能力を増強した売買システムを稼働させて競争力強化を図っておりますが、

今後も、ミニ日経225先物取引をはじめとする新商品の導入や海外取引所との提携により、幅広い投資家層を取り

込み、取引とシェアの拡大に努めたいと考えています。 

ｂ 現物市場関連の課題 

ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」は、当事業年度における新規上場会社数が20社と前事業年度の

19社に比べ増加し、当事業年度末時点の上場会社数が124社に達しましたが、国内の他の新興市場との競合関係は

依然として厳しく、マーケティング活動の強化、イシュアーサービスの向上等を通じて市場の更なる拡大に取り組

んでいきたいと考えております。 

当所の収入面では、上場会社に対する年賦課金収入が一定のウェイトを占めていますが、企業のコスト削減等を

背景とした他市場との重複上場会社による上場廃止申請が、テンポは鈍化したものの引続きみられるため、流動性

の向上等を通じた当所上場の魅力向上に努めてまいります。 

ｃ 自主規制機能関連の課題 

取引所が担う公共的使命に照らし、自主規制機能の維持・向上に努めることは当所の重要な課題です。こうした

観点から、当所は、取締役会の諮問機関として外部の専門家、実務家からなる自主規制委員会を設置し、当所の自

主規制の機能強化や今後のあり方について幅広く検討を頂いています。また、平成18年２月に稼働した売買システ

ムでは、市場における売買監視の面でも大幅な機能向上を図っており、今後とも売買監視の強化に努めてまいりま

す。 

ｄ システム関連の課題 

平成18年２月に全面稼働した売買システムは、従来のシステムに比して処理能力を大幅に増強させており、現在

は、投資家、参加者の皆様にスピーディな売買環境を提供しています。 

しかし、個人投資家の市場参加拡大等を背景に、売買高、注文件数は増加傾向にあります。このため、売買シス

テム・清算システムの処理能力不足が発生しないよう、今後も継続的にシステムの能力増強・機能拡張を行い、安

定的な市場運営を行うべく努めてまいります。 

e  組織・人事運営関連の課題 

新商品・新制度の企画・立案、売買監理・上場審査といった自主規制機能、システム開発を始めとする各分野に

おいて取引所の機能を高めていくには、人材の育成・確保が極めて重要です。当所では、人事考課制度の透明化や

人員体制の適正化、研修制度全般の見直し等の施策を通じ、中長期的な人材育成と組織活性化を推進するととも

に、外部からの人材の採用にも取り組んでまいります。 

f 清算業務関連の課題 

当所は、証券取引清算機関としてデリバティブ取引に係る清算業務を行っており、当所市場における清算リスク

を適切に管理するとともに、清算参加者の破綻に備えて十分な財務資源を確保することで、市場の安全性や競争力

を向上させることが重要な課題となっています。 



当所では、売買システム稼働に伴い清算リスク管理プログラムを大幅に増強し、システムを通じた清算リスクの

モニタリング体制を強化しました。当所では、その内容を更に改善することに取り組んで参ります。また、「清算

機関を兼ねる上場取引所のキャッシュ・マネジメントのあり方に関する諮問委員会」の最終報告書を受け、その後

に設置された清算業務委員会での議論も踏まえ、清算参加者破綻時のロスシェア・ルールおよびそれに関連する諸

制度を、清算参加者、株主の双方にとって衡平で、当所の市場への信認とこれらを通じた当所の企業価値を向上さ

せる内容へ見直すことに取り組んで参ります。 

  

４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

性のある事項には、以下のようなものがあります。 

１ 事業内容及び収益構造の特徴について 

(1) 当所の収益構造 

当所は、取引所有価証券市場の開設・運営及び有価証券債務引受業を主な事業としております。当所市場には、

国内株式をはじめとする有価証券や、日経平均株価先物・オプションをはじめとするデリバティブ商品等が上場・売

買されております。当該売買は、当所が定める取引参加者規程にしたがって、当所が行う資格審査に適合すると認め

られて取引資格を取得した証券会社又は外国証券会社(以下両者を併せて「取引参加者」といいます。)が行います。

また、当所市場で行われたデリバティブ取引の清算については、当所が定める業務方法書に従って、当所が行う資格

審査に適合すると認められて清算資格を取得した証券会社、外国証券会社又は登録金融機関（以下これらを合わせて

「清算参加者」といいます。）が行います。当所の収入は、取引参加者及び清算参加者（以下「参加者」といいま

す。）による有価証券やデリバティブ商品等の売買代金等に応じて参加者から納入される参加者料金、上場会社等か

らの上場賦課金、株価情報等を情報ベンダー等に提供することによる機器・情報提供料等から構成されております。

当所の収入面での大きな変化としては、平成17年４月より、参加者が資本金や売買代金等に応じて支払う定額・

定率負担金の体系の見直しを行ったことが挙げられます。従来の体系は、資本金に応じて定額負担金の額が決まっ

ていた等、会員組織の応能的な考え方に基づいており、上場した証券取引所の料金体系としては相応しくないもの

でした。そこで、当所では、これを全面的に見直し、①参加資格毎に定められた基本料、②大口割引を導入した取

引手数料と一律の清算手数料、③注文件数に応じて納入を求めるアクセス料の3つを中心とする応益的な体系に見直

しを行い、平成17年４月から適用することとしました（平成17年度中は移行期間として、新旧の体系で計算した料

金の和を２で除した金額を適用し、平成18年度から全面的に新料金体系を適用）。 

これらの収入は、金融庁の認可を受けた、又は、当所が定めた料金体系に基づいて徴収しておりますが、当該料

金体系は、株式市場の動向(売買高、売買代金、株価水準等)をはじめとする外部環境や利用者のニーズ、競合する

株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）等の動向に応じて変更を余儀なくされる場合があります。

したがって、当該料金体系を変更する場合、当所の経営成績が大きな影響を受ける可能性があります。 



過去２事業年度における当所の営業収益の内訳は、以下のとおりです。 

（単位：百万円、％） 

   ａ 参加者料金 

先述のとおり、当所は参加者に係る料金体系の見直しを実施しました。参加者料金には、基本料、取引手数

料、清算手数料及びアクセス料があり、いずれも参加者から得る収入です。基本料は、参加資格に応じて一定

額を課金する体系となっており、参加資格毎の参加者数の影響を受けます。取引手数料及び清算手数料は、当

所市場における売買代金等の水準次第で変動しますが、有価証券市場における売買代金等は、株価水準や今後

の株価の動向を始めとする経済環境等の様々な要因により大きく変動するものであり、その動向次第では当所

の経営成績も大きな影響を受けます。例えば、日経平均株価先物の場合では、売買代金の万分の0.048から

0.005（参加者の自己取引に係る場合）又は0.072から0.014（顧客からの委託取引の場合）を取引手数料とし

て課金することから、日経平均株価が上昇したり、売買高が増加したりした場合には当所の取引手数料は増加

しますが、日経平均株価が下落したり売買高が減少したりした場合には当所の取引手数料は減少します。ま

た、日経平均株価オプションの場合は、売買代金の万分の５から１を取引手数料として課金することから、日

経平均株価のボラティリティ(予想変動率)が上昇したり売買高が増加したりした場合には当所の取引手数料は

増加しますが、日経平均株価の予想変動率が下降したり売買高が減少した場合には当所の取引手数料は減少し

ます。 

アクセス料については、参加者の注文件数に応じて一定額を課金する体系となっており、参加者の注文件数

の増減の影響を受けます。 

  

  

  

  

区分 

前事業年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当事業年度
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

金額 構成比 金額 構成比 前年同期比 

参加者料金及び取引参
加者負担金 

5,052 51.1 8,060 60.5 159.5 

  参加者料金 - - 4,034 30.3 - 

    基本料 - - 325 2.4 - 

    取引手数料 - - 2,420 18.2 - 

    清算手数料 - - 930 7.0 - 

    アクセス料 - - 359 2.7 - 

  取引参加者負担金 5,052 51.1 4,025 30.2 79.7 

    定額負担金 1,650 16.7 822 6.2 49.8 

    定率負担金 3,063 31.0 3,038 22.8 99.2 

    特別賦課金 339 3.4 164 1.2 48.5 

上場賦課金 1,887 19.1 1,992 15.0 105.6 

  
有価証券上場手数
料 

816 8.3 982 7.4 120.3 

  
上場有価証券年賦
課金 

1,070 10.8 1,009 7.6 94.3 

機器・情報提供料 2,583 26.1 3,101 23.3 120.0 

その他 358 3.7 169 1.2 47.2 

合計 9,882 100.0 13,323 100.0 134.8 



ｂ 上場賦課金 

上場賦課金には有価証券上場手数料と上場有価証券年賦課金があり、いずれも上場会社等から得る収入で

す。いずれも、当所市場における上場会社数の増減、上場会社の増資や新規上場といった、有価証券の発行市

場の動向次第で変動します。有価証券の発行市場の動向は経済環境等の様々な要因により大きく変動する場合

があり、その動向次第では、当所の経営成績が大きな影響を受けます。 

ｃ 機器・情報提供料 

機器・情報提供料は、当所市場に関する注文や約定のリアルタイム情報や終値情報等を証券会社や情報ベン

ダーへオンラインで提供することにより基本料と端末料を得ております。参加者料金や上場賦課金が、株式市

況の動向や経済環境等の外部要因により大きく変動する可能性があるのに比べ、当所の情報を利用しているユ

ーザーからは外部要因に関係なく固定収入を得ていることから、機器・情報提供料は比較的安定した額が期待

できる収入ですが、ユーザーたる証券会社やベンダーにおける合理化、顧客へのサービス内容の変更や停止等

の原因で、当所の情報を利用しているユーザーが利用を打ち切ることによりユーザー数が減少した場合には、

当所の経営成績が大きな影響を受けることとなります。 

  

(2) 日経平均株価先物・オプションの依存度が高い収益構造 

当所営業収益の過半を占める参加者料金及び取引参加者負担金(平成18年３月期8,060百万円、営業収益全体の

60.5％)の内訳をみると、日経平均株価先物・オプションに係る割合が高くなっております(平成18年３月期5,388百

万円、営業収益全体の40.4％)。これらは日経平均株価の水準や売買高、予想変動率等の動向に影響を受けますの

で、それらの動向次第では当所の経営成績が変動する可能性があります。 

  

(3) SGX日経平均株価先物やTOPIX先物・オプションとの競合 

当所の日経平均株価先物が主に競合しているのは、SGXの日経平均株価先物と東証のTOPIX先物です。SGXの日経平

均株価先物は当所の日経平均株価先物と同じく日経平均株価を対象とした株価指数先物であり、TOPIX先物は東証の

算出する東証株価指数(Tokyo Stock Price Index、TOPIX)を対象とした株価指数先物です。両指数とも、我が国株

式市場を代表する指数です。 

過去３年間の両先物の売買代金及び売買高は、以下のとおりです。 

  

(注)１ SGXの日経平均株価先物は、売買代金換算では当所の日経平均株価先物の半分であるため、実際の売買高の半分を表

示しております。 

２ SGXの日経平均株価先物は、SGXが売買代金を公表していないため、記載しておりません。 

年度 
日経平均株価先物

(当所) 
日経平均株価先物

(SGX) 
TOPIX先物 
(東証) 

平成15年度 
売買代金 1,402,929億円 ― 977,281億円

売買高 13,953,651単位 3,769,666単位 9,862,551単位

平成16年度 
売買代金 1,615,491億円 ― 1,185,848億円

売買高 14,266,748単位 4,073,768単位 10,374,213単位

平成17年度 
売買代金 2,915,564億円 ― 2,040,802億円

売買高 20,841,477単位 7,295,861単位 14,273,075単位



TOPIXは時価総額加重平均型の株価指数であり、東証のTOPIX先物は、信託銀行、生命保険会社、銀行、証券会

社、その他金融機関等の機関投資家の利用度が比較的高い傾向にあります。一方、日経平均株価は修正平均型の株

価指数であり、当所の日経平均株価先物の場合は、国内機関投資家の利用に加え、外国の投資家、一般事業会社や

個人の利用度が比較的高い傾向にあり、SGXの日経平均株価先物は、現地の業者や当所とSGXの日経平均株価先物の

間の裁定取引等を目的とした日本の証券会社の利用度が高い傾向にあります。こうしたことから、現状において

は、当所とSGXは利用者の重複度合いは比較的低いと思われますが、当所の日経平均株価先物と東証のTOPIX先物に

ついては、国内の機関投資家を中心に重複度合いが比較的高いものと思われます。今後の市場参加者の動向によっ

ては、当所の日経平均株価先物の利用者がSGXの日経平均株価先物又はTOPIX先物に移ることで当所の日経平均株価

先物の売買高が減少し、当所の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。この点、最近の傾向としては、TOPIX先物

のシェアが徐々に増加していることが挙げられます。その背景には、国内機関投資家が自らの運用成績を評価する

ための指数としてTOPIXを用いるのが一般的であり、先物についてもTOPIX先物へのニーズが増加していることがあ

るものと思われます。国内の株価指数先物取引全体が拡大していることから、過去３年間は日経平均株価先物及び

TOPIX先物ともに売買高が拡大傾向にあり、この傾向が続く間はTOPIX先物のシェア拡大が当所収益に与える影響は

限定的ですが、TOPIX先物のみの売買高が拡大する事態が起きた場合には、当所の収益に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。 

次に、株価指数オプション取引に関しては、当所の日経平均株価オプションが主に競合している商品として、東

証のTOPIXオプションがあります。 

過去３年間の両オプションの売買代金及び売買高は、以下のとおりです。 

  

  

株価指数の違いは既述のとおりであり、それら株価指数を対象としたオプションの利用者についても、株価指数

先物と同様に、国内の機関投資家を中心に重複度合いが比較的強いものと思われます。平成16年度におけるTOPIXオ

プションの売買高は日経平均株価オプションの１％程度と僅少ではありますが、今後の市場参加者の動向によって

は、当所の日経平均株価オプションの利用者がTOPIXオプションに移ることで当所の日経平均株価オプションの売買

高が減少し、当所の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

年度 
日経平均株価オプション

(当所) 
TOPIXオプション 

(東証) 

平成15年度 
売買代金 1,734,131百万円 11,905百万円

売買高 16,070,275単位 66,954単位

平成16年度 
売買代金 947,992百万円 7,813百万円

売買高 17,221,994単位 17,350単位

平成17年度 
売買代金 2,053,585百万円 18,149百万円

売買高 28,460,206単位 20,928単位



(4) 東証等との競合 

当所は取引所有価証券市場の開設・運営を主たる事業としておりますが、我が国で同事業を営む主な競合相手と

して東証が挙げられます。当所の営む事業のほぼ全てが東証と競合しており、当所と東証の主な取扱商品及び経営

成績に係る指標（単体）を対比して示すと以下のとおりです。 

(注) ETF=株価指数連動型上場投資信託、PFI=社会資本整備市場、REIT=不動産投資信託 

  

(注)１ 当所は現物・先物取引参加者数、東証は総合取引参加者数。 

２ 当所は一・二部及びヘラクレス上場会社数の合計、東証は一・二部及びマザーズ上場会社数（外国会社含む）の合

計。 

３ 東証の数値は、東証公表の決算短信によっております。 

  

また、東証は新興企業向け市場としてマザーズを開設しており、当所が開設する新興企業向け市場であるヘラク

レスと競合関係にあります。ヘラクレスの平成18年３月末時点の上場会社数は124社、マザーズの平成18年３月末の

上場会社数は158社です。 

以上のように、当所と東証の主な取扱商品はほぼ重複しておりますが、東証は主に国内株式に関する収益が大き

い証券取引所であるのに対し、当所はデリバティブ商品に関する収益が大きい収益構造となっております。したが

って、東証が今後デリバティブ商品からの収益の向上にも力を入れてきた場合、デリバティブ商品に関する収益に

依存度が高い当所は悪影響を受ける可能性があります。 

国内における東証以外の主な競合相手としては、ジャスダック証券取引所が挙げられます。ジャスダック市場は

新興企業向け市場として一般に認知されておりヘラクレスと競合関係にあります。ジャスダック市場の平成18年３

月末の上場会社数は961社です。 

  

  当所 東証 

主な取扱商品 

・ 国内株式、外国株式、新株予約権付社
債、ETF、REIT、ベンチャーファン
ド、カントリーファンド、PFI 

・ 株価指数先物、株価指数オプション、
株券オプション 

・ 国内株式、外国株式、新株予約権付社
債、ETF、REIT 

・ 株価指数先物、株価指数オプション、
株券オプション 

・ 国債先物、国債先物オプション 

項目 
平成17年3月期事業年度 平成18年3月期事業年度 

当所 東証 当所 東証 

営業収益 9,882百万円 44,631百万円 13,323百万円 58,041百万円

営業利益 3,164百万円 9,284百万円 4,849百万円 23,341百万円

経常利益 3,324百万円 9,834百万円 5,091百万円 23,990百万円

期末取引参加者数(注)1 83社 108社 81社 107社

期末上場会社数(注)2 1,082社 2,318社 1,053社 2,372社



(5) ヘラクレス市場の競合 

当所は、ヘラクレスを当所全体の中核事業と位置付けておりますが、ヘラクレスにはマザーズ及びジャスダック

市場といった競合市場があります。今後とも、当所は上場会社、その他の企業や投資家といった市場利用者にとっ

て一層利便性が高い市場の構築を目指しますが、新規上場会社数や売買代金が想定どおり伸びなかった場合は、当

所の経営成績及び経営方針が影響を受ける可能性があります。 

  

  

(6) 証券取引清算機関であること 

当所市場で行われる売買のうち、株価指数先物取引、株券オプション取引及び株価指数オプション取引に係るも

のについては、当所が証券取引法上の証券取引清算機関となっており、これらの取引に関する債務引受を行ってお

ります。したがって、当所の清算参加者が破綻し、債務不履行を起こした場合、当所に損害が生じる可能性があり

ます。 

清算参加者破綻時の損失処理に係る措置については当所の規則に定めており、破綻した清算参加者が当所に預託

している金銭等では損失を補てんできない場合には、当所の先物取引等違約損失準備金（平成18年３月末時点で

7,011百万円です。）の額を上限に当所が損失を負担し、当該額を上回る損害額が生じた場合には、破綻した清算参

加者以外の清算参加者に、過去の取引金額実績に応じて損失の負担を求めることとしております。 

当所では、この措置を、清算参加者・株主の双方にとって納得性の高い合理的なものとするとともに、想定され

る損失に備えるための財務資源を確保し、当所市場の安全性および競争力を高めることを通じて、当所の企業価値

を向上させる観点から、清算リスクの管理に関するシステム面および制度面での対応を推進した上で、先物取引等

違約損失準備金を上回る金額についても、当所の利益剰余金（利益準備金及び違約損失準備金を除く）の範囲内

で、破綻参加者以外の清算参加者と按分して損失を補填する方向で見直すこととしております。 

  

新規上場会社数の推移     

  
ヘラクレス JASDAQ マザーズ 

社数 シェア 社数 シェア 社数 シェア 

平成15年 7社 6.8％ 63社 61.2％ 33社 32.0％ 

平成16年 18社 12.4％ 71社 49.0％ 56社 38.6％ 

平成17年 21社 16.7％ 68社 54.0％ 37社 29.4％ 

売買代金、時価総額の推移     

  
ヘラクレス JASDAQ マザーズ 

売買代金 時価総額 売買代金 時価総額 売買代金 時価総額 

平成15年 1,070,299百万円 1,428,269百万円 6,346,385百万円 9,384,516百万円 2,306,622百万円 1,549,648百万円

平成16年 3,715,382百万円 2,048,882百万円 12,568,059百万円 12,355,628百万円 11,025,716百万円 3,226,439百万円

平成17年 9,674,806百万円 4,394,148百万円 19,883,362百万円 19,311,137百万円 20,571,037百万円 7,004,017百万円



２ 経営体制の特徴について 

(1) 役員構成 

当所は、取引所有価証券市場の開設・運営という公共性の高い事業を営んでいますので、経営の透明性を高める

ことが重要ですが、同時に、市場のユーザーである証券会社、上場会社といった立場の方々の意見を経営に反映さ

せる必要もあると考えております。平成18年６月23日現在、当所の取締役11名のうち常勤取締役は４名のみであ

り、７名は社外取締役とすることで経営の透明性向上を図っております。また、取引所運営に証券会社の意見が必

要であるため、当該社外取締役７名のうち参加者から３名を選任し、有用な助言を受けておりますが、当所の参加

者料金の料率の設定に関しては、当所と参加者は利害対立の可能性があります。また、社外取締役７名のうち１名

は当所の上場会社から選任しております。当所は上場会社から上場賦課金を受け取っていることから、上場賦課金

の料率の設定に関しては、当所と上場会社は利害対立の可能性があります。 

当所は監査役制度を採用しており、平成18年６月23日現在、監査役３名を選任しております。３名のうち２名は

社外監査役であり、経済界及び学識経験者から１名ずつ選任することで、監査役による経営のチェック機能の強化

を図っております。また、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、学識経験者から補欠監査役１

名を選任しております。 

  

(2) 自主規制機関と株式会社としての側面 

当所は株式会社組織であるため、株主の出資した資本を増やすべく利益を追求しなければならないのは当然のこ

とであります。他方、当所は、自主規制機関として公正な役割を担う必要があり、自主規制部門を他部門から独立

させた組織形態をとること等により、自主規制機能の向上に努めております。自主規制機関であるがために当所の

知名度・信用度は高く、市場関係者のみならず広く一般に周知されておりますが、その反面、自主規制機能を維

持・向上させるためには、利益に結びつかない売買監理や適時開示のためのシステムを構築する必要があり、シス

テム開発費用等の負担が発生します。 

株式会社としての側面と自主規制機関としての側面は一見矛盾対立するようにも見えますが、自主規制機能の信頼

性が高まることは、当所事業の拡大・発展に繋がる一方、自主規制機能の公正性に疑義が生じた場合には当所の業績

にも悪影響を及ぼす可能性があることから、両者は密接な関連性を有しており、その両立を目指すべきと考えており

ます。 

したがって、当所は今後も自主規制委員会、規律委員会、市場運営委員会及び上場検討委員会等を通じて、売買

監理機能、証券会社への検査体制、上場管理・審査機能の充実等の観点から自主規制機能の充実に努めてまいりま

す。 

  



３ システムの特徴について 

(1) システム構築に伴う費用負担 

当所市場で行われている売買・清算は、全てコンピュータ・システムで処理されております。 

平成18年２月に全面稼働した新売買システムは、従来のシステムに比して処理能力を大幅に増強させており、投

資家、参加者の皆様にスピーディな売買環境を提供しています。新売買システムの開発総額は約66億円です。ま

た、デリバティブ清算システムは、平成17年２月にリプレースを実施済みでしたが、売買システムの更新に合わせ

て改良を行いました。当該改良に係る開発総額は約22億円です。 

今後も、市場の円滑な運営を確保し競争力を強化する観点から、処理性能や利便性の向上のためのシステム開発

に継続的に取り組む予定ですが、市況の悪化等により当所の経営成績が順調に進展しない場合には、減価償却負担

等が利益水準を圧迫する可能性があります。 

  

(2) システムの円滑な稼働に支障が生じた場合の影響及び対応策 

当所の売買システム及びデリバティブ清算システム等が大規模な天災や停電、当所内の誤作動等の不測の事態に

より稼働しなくなった場合には、当所市場における売買、清算等の業務が行えなくなることで売買高の減少に伴う

収入の減少を招き、当所の収益に悪影響を与える可能性があります。また、当所の規則等において、参加者は当所

に故意又は重過失がある場合を除いては、当所に対し損害賠償を請求できない旨を定める等、一定の歯止めを設け

ておりますが、場合によっては参加者、上場会社、投資家からの損害賠償請求等を招き、当所の収益に悪影響を与

える可能性があります。 

当所は、システムの稼働に万全を期すため、電算センターに大容量の蓄電池や自家発電装置を設置し、停電等の

不測の事態により電力の供給が途絶えた場合でもシステムが安定して稼働できる体制を整えておりますし、当所の

売買システム及びデリバティブ清算システムは二重構成(ホットスタンバイ)となっており、何らかの障害により現

用機が停止した場合でも瞬時に予備機に切り替え業務を継続できる体制を整えております。加えて、ジャスダック

証券取引所との間で、バックアップ体制の整備に関する協議を行っており、出来る限り早急に、天変地異やシステ

ム障害時におけるバックアップ体制を構築したいと考えております。 

また、近年、注文数量や約定件数が急速に増加傾向を見せるようになり、平成17年５月にはシステム処理能力の

制約からヘラクレス市場への新規上場申請の受付の一時停止措置を取らざるを得ない状況も生じました。平成18年

２月に全面稼働した新売買システムは、現時点では当所市場における注文件数、約定件数等に対して十分な処理能

力を備えております。しかし、当所の想定を超えた注文数量、約定件数の増加が短期間のうちに生じた場合、当所

の売買システム等の円滑な稼働に支障が生じる可能性があり、場合によっては当所市場における売買高、新規上場

会社数の減少等を招き、当所の収益に悪影響を与える可能性があります。 

  



４ 重要な契約について 

(1) 株式会社日本経済新聞社との日経平均株価利用許諾契約 

当所の主力商品である日経平均株価先物及び日経平均株価オプションに関しては、原資産である日経平均株価の

利用許諾について株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」といいます。)との間で利用許諾契約を締結し

ております。当所は同社に対し、当該契約に基づき、売買高に応じて利用許諾料を支払っております。当該契約

は、一方の当事者による契約義務不履行の場合や、当該契約関連事業の支配権に重大な変動が生じた場合等には他

方の当事者が通知を行うことにより当該契約を解約することができる内容となっておりますが、一方の当事者が契

約を終了させる通知を行わない場合は、現在締結している契約の満了日である平成20年６月末から１年間ずつ自動

更新されることとなっております。また日本経済新聞社が日経平均株価の編集及び公表についてやむを得ない事由

が生じたときは、当所の了承を条件に同社は日経平均株価を廃止することができます。仮に上記の事由により、当

該契約が終了した場合、当所は日経平均株価先物取引の中断、あるいは中止を余儀なくされ、この場合、当所の経

営成績が大きな影響を受ける可能性があります。 

また、日経平均株価オプションに関しても日本経済新聞社との間で利用許諾契約を結んでおり、当該契約に基づ

き、同社に対し売買高に応じて利用許諾料を支払っております。当該契約は、日経平均株価先物と同様に、一方の

当事者による契約義務不履行の場合や、当該契約関連事業の支配権に重大な変動が生じた場合等には他方の当事者

が通知を行うことにより当該契約を解約することができる内容となっておりますが、一方の当事者が契約を終了さ

せる旨の通知を行わない場合は、現在締結している契約の満了日である平成20年８月24日から10年間ずつ自動更新

されることとなっております。また日本経済新聞社が日経平均株価の編集及び公表についてやむを得ない事由が生

じたときは、廃止までに全てのオプション取引が終了するために十分な期間を設けることを条件に、同社は日経平

均株価を廃止することができます。仮に上記の事由により、当該契約が終了した場合、当所は日経平均株価オプシ

ョン取引の中断、あるいは中止を余儀なくされ、この場合、当所の経営成績が大きな影響を受ける可能性がありま

す。 

その他、これらの契約に関して、当所の経営成績が大きな影響を受ける可能性がある事態が生じる場合として

は、以下のようなものが考えられます。 

・ 利用許諾料については当該契約の他に別途締結している覚書により、１先物取引及び１オプション取引当た

り一定額を当所が日本経済新聞社へ支払うこととなっておりますが、当該覚書の内容については双方協議のう

え変更される可能性があります。当該利用許諾料が大幅に変更された場合には、当所の経営成績に大きな影響

を及ぼす可能性があります。 

・ 現在国内においては当所のみが日経平均株価の利用権を取得しておりますが、当該契約は独占契約ではない

ため、今後、国内外において当所以外のものが日本経済新聞社との間で日経平均株価利用許諾契約を締結し、

利用権を取得する可能性があります。当所以外の者が利用権を取得し国内外において日経平均株価先物・オプ

ション取引を行い、その利便性が高い等の事情により当所の売買高が減少した場合、当所の経営成績に大きな

影響を及ぼす可能性があります。 

  



(2) CMEとのSPAN利用に関するライセンス契約 

当所市場におけるデリバティブ商品に関する証拠金計算方式として、CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)がライ

センスを所有するSPAN方式を採用しております。同方式を採用するに際し、同取引所との間でSPANの利用に関する

ライセンス契約を締結し、同取引所に対し利用許諾料を支払っております。当該契約については契約期間が定めら

れておりませんが、現在、契約を解消する予定はありません。しかしながら、不測の事態により、契約が解消され

た場合には、SPAN方式以外の計算方式に変更する等、証拠金計算自体は継続して行えますが、利用者が保有するリ

スクにより即した計算方式であるSPAN方式を採用し続けることができなくなることにより、システム改造のための

追加投資等が生じることで、当所の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3) 日本証券クリアリング機構との損失補償契約 

当所市場の国内株式等の売買に関する清算業務については、株式会社日本証券クリアリング機構を証券取引清算

機関に指定し、その業務を行わせております。同社は、現物株の統一的な清算機関として全国の証券取引所と日本

証券業協会が共同で設立したものであり、当所も同社に対し、9.5％の出資を行っております。当該指定に際して

は、同社との間で証券取引清算機関の指定に関する契約を締結しております。この契約は、何らかの契約違反が無

い限り、双方合意の上でなければ解約されない内容となっておりますが、当該契約が解除された場合には、当所市

場における国内株式等の売買については、当所がその清算業務を行わなければならなくなる可能性があります。そ

うなった場合、当所システム改造負担及び事務負担に伴う費用負担等が生じるおそれがあり、当所の経営成績が影

響を受ける可能性があります。 

また、同社が我が国証券市場の効率化のために設立された経緯に鑑み、当所及び他の市場開設者と同社との間に

は、同社の清算参加者である証券会社が債務不履行を起こし、当該債務不履行により同社が損害を被った場合に

は、当所をはじめとする市場開設者が出資比率に応じて損失を補償する(当所の損失補償額の上限は2,569百万円で

す。)旨を定めた契約が存在します。 

したがって、同社の清算参加者である証券会社が債務不履行を起こした場合には、上記の金額の範囲内で当所に損

害が発生する可能性があります。 

  

５ 法的規制について 

当所は証券取引法により、以下の制約を受けております。 

(1) 免許制による証券取引所の運営 

当所は、証券取引法上の証券取引所として、内閣総理大臣より証券取引所の免許を取得し、取引所有価証券市場

の開設、運営を行っております。当所の監督官庁は金融庁であり、定款及び業務規程等諸規則の改正等については

金融庁長官の認可を得る必要があります。また金融庁長官は、証券取引法の定めに応じて、当所に対し免許の取消

し、業務の停止等の処分を行うことができます。 

したがって、当所が新商品の導入、制度面の変更等の施策を講じる場合、金融庁長官の認可が必要になります

が、当該変更等に何らかの問題があり、当該認可が得られない場合、当所が必要とする施策を講じることができな

い可能性があります。また、法令等に違反した場合等には、免許の取消しや業務の一部又は全部の停止を含む処分

を受けることで、当所の経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

  



(2) 免許制による証券取引清算機関の運営 

当所は、証券取引法上の証券取引清算機関として、内閣総理大臣より証券取引清算機関の免許を取得し、証券取

引清算機関の運営を行っております。当所の監督官庁は金融庁であり、金融庁長官は、証券取引法の定めに応じ

て、当所に対し免許の取消し、業務の停止等の処分を行うことができます。 

したがって、法令等に違反した場合等には、免許の取消しや業務の一部又は全部の停止を含む処分を受けること

で、当所の経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3) 業務範囲の制約 

証券取引法により、証券取引所は取引所有価証券市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むこ

とを禁じられております。 

  

(4) 発行済株式の取得及び所有に関する数量規制 

証券取引法により株式会社証券取引所の議決権の取得又は保有について、次のとおり規制されております。 

ａ 何人も株式会社証券取引所の総株主の議決権の100分の50を超える対象議決権を取得し、又は保有してはなら

ない。 

ｂ 株式会社証券取引所の総株主の議決権の100分の20以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとす

る者等は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 

ｃ 株式会社証券取引所の総株主の議決権の100分の５以上を超える対象議決権の保有者となったときは、内閣府

令で定めるところにより、対象議決権保有割合、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議

決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。 

  

６ 重要な訴訟事件等について 

 (1) 小林洋行株式会社からの損害賠償請求 

当所の野口卓夫元副理事長が当所理事会の承認を得ずに設立したジェイ・イー・エス株式会社（清算結了済）

が、同社の完全子会社である日本電子証券株式会社の全発行済み株式9,800株を小林洋行株式会社に譲り渡したとこ

ろ、平成15年８月、金融庁が日本電子証券株式会社が行った法令違反行為に対し業務停止処分を行い、さらに平成

15年９月、当所が金7,000万円、日本証券業協会が金4,000万円の過怠金を日本電子証券株式会社に科しました。 

本件は、上記事実に関して、小林洋行株式会社が、当所役員等は日本電子証券株式会社の法令違反行為を知りな

がら、これを秘匿して株式を売り渡したものであり、これにより過怠金等の処分による日本電子証券株式会社の財

産的損失及び信用毀損が発生し、日本電子証券株式会社の株式価値の下落による損害を被ったとして、当所に対し

て金１億6,000万円の損害賠償金の支払いを求めているという事案です。 

本件に関しては、当所としては、小林洋行株式会社の主張には事実認識の誤りがあり損害賠償責任を負わないこ

となど、当所の立場を主張し争っていく所存です。 



５ 【経営上の重要な契約等】 

(1) 提出会社の業務の運営に関する契約 

(注) 期間の定めのない契約のため、契約の効力発生日を記載しております。 

  

(2) 提出会社の業務の運営に関する契約の解約 

(注) 上記契約については、ダウ・ジョーンズ工業株価平均先物取引の取引高が低調であることから、ダウ・ジョーンズ社との合意

により平成18年２月27日をもって契約を終了いたしました。 

  

６ 【研究開発活動】 

    当所は、当事業年度に次の２件のシステム開発を行い、研究開発費が697百万円となりました。 

(1) 新売買システム開発 

当所は、平成18年２月に新売買システムを稼働させました。当該システム稼働のための開発作業に係る当会計年

度における研究開発費は495百万円であります。 

  

(2) デリバティブ清算システム改良 

当所は、平成17年２月に導入したデリバティブ清算システムを新売買システム稼働に合わせ改良する作業を行い

ました。当該作業に係る当会計年度における研究開発費は134百万円であります。 

  

相手方の名称 契約内容 契約期間 備考 

㈱日本経済新聞社 
日経平均株価先物取引に係る「日経平均
株価」の利用許諾に関する契約 

平成15年７月１日から５年間
以後１年毎に自動更新 

  

㈱日本経済新聞社 
日経平均株価オプション取引に係る「日
経平均株価」の利用許諾に関する契約 

昭和63年８月24日から10年間
以後10年毎に自動更新 

  

㈱証券保管振替機構 
証券保管振替業の業務の一部委任に関す
る契約 

平成４年４月１日から３年間
以後３年毎に自動更新 

  

㈱日本経済新聞社 
日経300先物・オプション取引に係る
「日経株価指数300」の利用許諾に関す
る契約 

平成５年11月15日から５年間
以後３年毎に自動更新 

  

Morgan Stanley Capital  
International Inc. 

「MSCI JAPAN指数」の利用に係るライセ
ンス契約 

平成14年７月15日から３年間
以後１年毎に自動更新 

  

Chicago Mercantile  
Exchange 

SPANの利用に係るライセンス契約 平成11年６月25日 (注) 

㈱日本証券クリアリング機構 証券取引清算機関の指定に関する契約 平成14年11月29日 (注) 

㈱池田銀行 コミットメントライン契約
平成18年２月６日から 
平成19年２月５日まで 

  

Frank Russell Company 
野村證券㈱ 

ラッセル/野村インデックスに基づくデ
リバティブ商品に関するライセンス契約 

平成17年２月15日から２年間
以後１年毎に自動更新 

  

㈱東京証券取引所 適時開示情報伝達システム利用契約 平成17年10月31日 (注) 

㈱東京証券取引所 
適時開示情報閲覧サービスに係る業務委
託契約 

平成17年12月１日から平成19
年１月31日まで以後1年毎に
自動更新 

  

相手方の名称 契約内容 契約期間 備考 

Dow Jones & Company, Inc. 
「ダウ ジョーンズ工業株平均」の利用
に係るライセンス契約 

平成12年10月27日から５年間   



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成18年6月23日）現在において当所が判断したもので

あります。 

  

(1) 重要な会計方針及び見通し 

当所の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この

財務諸表の作成にあたっては、後述の「経理の状況」の「重要な会計方針」をご参照ください。 

文中における見通し等に関する事項は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見積りであり、リ

スクや不確実性を含んでいます。今後のさまざまな要因により、見通し等とは大きく異なる可能性があります。 

  

(2) 経営成績の分析 

当所の経営成績に重要な影響を与える要因についての分析は次のとおりです。 

ａ 売買代金等 

当事業年度の我が国経済は、原油価格の高騰等の不安定要因がありましたが、国内企業の設備投資増加や内需

拡大により景気回復傾向を辿り、企業収益も改善を続けました。 

このような実体経済の下、株式市場においては、日経平均株価は前事業年度（10,500円～12,000円台）に比べ

て上昇し、期末には17,000円台となりました。 

当所市場における現物株の売買をみると、ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」の売買代金が市場

開設来最高を記録し、現物株全体の売買代金も前事業年度を75.7％上回りました。デリバティブ商品については、

日経平均株価先物取引及び日経平均株価オプション取引の取引高が市場開設来最高を記録し、取引代金も、日経平

均株価先物取引が前事業年度比80.5％増、日経平均株価オプション取引が116.6％増と大きく伸びました。 

このような売買代金等の拡大を受け、当所の参加者料金及び取引参加者負担金収入は8,060百万円（前年同期比

59.5％増）と前年度を大幅に上回りました。 

ｂ 参加者数 

当事業年度における取引資格の取得・喪失状況を見ると、現物取引資格は取得が１社、喪失が３社、先物取引

等取引資格は取得が０社、喪失が１社、ＩＰＯ取引資格は取得が２社であり、当事業年度末時点の取引参加者数

は99社（うち先物取引等取引参加者14社、ＩＰＯ取引参加者４社）と前年同期比１社減となりました。 

ｃ 上場銘柄数等 

当事業年度末の上場銘柄数は、普通株券が1,054銘柄であり、前事業年度末時点（1,097銘柄）に比べて43銘柄

減少しました。この影響もあり、当事業年度の上場有価証券年賦課金は1,009百万円（前年同期比5.7％減）に減

少しました。 

また、当事業年度の有価証券上場手数料は、上場会社の増資等の動きが活発化したことから、982百万円（前年

同期比20.3％増）になりました。 



ｄ システム投資 

当所では、平成17年２月に稼働したデリバティブ清算システムに続き、平成18年２月に、従来のシステムに比

して処理能力を大幅に増強した新売買システム（開発総額約66億円）を全面稼働させました。 

ｅ 販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費については、売買・清算システムという基幹システムの更新完了に伴い、システム関連

費用が増加したこと等から、運営費が前年度比58.4％増の3,761百万円、施設費が前年度比38.6％増の784百万円

となりました。その結果、販売費及び一般管理費は前事業年度比26.1％増の8,473百万円となりました。 

ｆ 特別損失 

当事業年度の特別損失は、新売買システムの稼働に伴う固定資産除却損159百万円等を計上した結果、198百万

円となりました。 

(3) 財政状態の分析 

当事業年度末は、当事業年度における株価の変動幅が前事業年度に比して大きかったこと等から、取引証拠金特

定資産が107,312百万円増加したため、流動資産は前事業年度末に比して106,230百万円増加し245,403百万円となり

ました。固定資産は、平成18年２月に全面稼働した新売買システム等の投資等により無形固定資産が前事業年度末

に比して3,076百万円増加したこと、国債の購入等により投資有価証券が3,318百万円増加したこと等により5,819百

万円増加し21,184百万円となりました。この結果、総資産額は前事業年度末に比して112,050百万円増加の266,588

百万円となりました。 

当事業年度末の流動負債についても、当事業年度における株価の変動幅が前事業年度に比して大きかったこと等

から、取引証拠金が107,312百万円増加したため、流動負債は前事業年度末に比して109,902百万円増加し229,434百

万円となりました。この結果、総負債額は前事業年度末に比して109,433百万円増加し232,928百万円となりまし

た。 

当事業年度末の資本の部は、当期純利益により3,262百万円の増加となりましたが、一方、前期末及び当期中間配

当で1,125百万円減少したこと等により2,616百万円増加し33,659百万円となりました。 

当事業年度末の貸借対照表の資産（負債）に含まれている取引証拠金特定資産（取引証拠金）224,894百万円、清

算預託金特定資産（清算預託金）1,021百万円、特別清算預託金特定資産（特別清算預託金）2百万円、信認金特定

資産（信認金）294百万円は、清算参加者の債務不履行により被るリスクを担保するため、各清算参加者から預託を

受けているものであります。これらは当所の規則上他の資産と区分して管理しているため、貸借対照表上、その目

的ごとに区分しています。 

  

(4) 今後の方針について 

当事業年度の我が国経済は、原油価格の高騰といった不安定要因が存在したものの、内外需の拡大により本格的

に景気が回復し、企業収益も拡大を続けましたが、内外には依然として多くのリスク要因があります。株式市場にお

いても、当事業年度と同様に株価が堅調な動きを見せ、予想した収益が予定通り得られるか否かについては不透明な

状況にあると思われます。 

当所の経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めています。具

体的には、当所市場の安定的な運営を確保するべく継続的にシステムの能力増強・機能拡張に取り組むとともに、制

度・商品面での利便性向上や個人投資家へのPR等によるデリバティブ市場の競争力強化等、市場の競争力を向上させ

るための諸施策を推進していく所存です。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

 第５期事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

  当事業年度の設備投資については、投資総額5,166百万円であります。このうち主要な設備投資は新売買システ

ムがソフトウェア開発を含み2,889百万円、デリバティブ清算システムがソフトウェア開発を含み1,995百万円、

ネットワーク構築が129百万円となっております。 

  なお、当事業年度においては、重要な設備の除却及び売却はありません。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、その他有形固定資産及びその他無形固定資産であります。なお、金額には消費税等は含ま

れておりません。 

２ 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。 

３ 現在休止中の主要な設備はありません。 

４ 上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。 

  

  

事業所名 
(所在地) 

事業部門の 
名称 

設備の内容 

帳簿価額
(百万円) 従業

員数
(名)建物及び

構築物 
情報シス
テム機器

土地
(面積㎡)

ソフトウ
ェア 

その他 合計 

電算センター 
(大阪府吹田市) 

有価証券市
場開設に係
る事業 

管理設備及
び売買関連
設備 

723 2,002
96

(3,204)
7,391 31 10,247 18

本社 
(大阪市中央区) 

有価証券市
場開設に係
る事業 

管理設備及
び売買関連
設備 

55 31 ― 599 91 777 180

東京支社 
(東京都中央区) 

有価証券市
場開設に係
る事業 

管理設備及
び売買関連
設備 

3 0 ― ― 6 9 9

事業所名 
(所在地) 

事業部門の名称 設備の内容
年間リース料 
(百万円) 

リース契約残高
(百万円) 

電算センター及び本社 
(大阪府吹田市・大阪市中央区) 

有価証券市場開
設に係る事業 

売買関連設備 122 0



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

(注) １ 平成16年４月１日の公募増資及び平成16年５月７日の第三者割当増資によるものです。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 投資予定額の総額には、過年度及び当事業年度に研究開発費等に計上しております新売買システム開発836百万円、デリ

バティブ清算システム開発247百万円、ネットワーク構築13百万円が含まれております。 

   ４ 投資予定額の既支払額には、過年度及び当事業年度に研究開発費等に計上しております新売買システム開発819百万円、

デリバティブ清算システム開発226百万円、ネットワーク構築13百万円が含まれております。 

５ 新売買システム開発は、平成18年２月に完成しておりますが、その対価の一部33百万円が未払いとなっております。 

６ デリバティブ清算システムは、平成18年２月に完成しておりますが、その対価の一部21百万円が未払いとなっておりま

す。 

  

(3) 重要な設備の除却等(平成18年3月31日現在) 

該当事項はありません。 

  

会社名 事業所名 
(所在地) 

事業部門 
の名称 

設備の 
内容 

投資予定額(百万円)

資金調達方法 着手年月 完了年月 完成後の
増加能力 

総額 既支払額

提出会社 電算センター 
（大阪府吹田市） 

有価証券市
場開設に係
る事業 

新売買シス
テム開発 6,638 6,607

自己資金
増資資金（注１） 平成15年４月 平成18年２月 － 

提出会社 電算センター 
（大阪府吹田市） 

有価証券市
場開設に係
る事業 

デリバティ
ブ清算シス
テム改良 

2,243 2,221
自己資金

増資資金（注１） 平成17年３月 平成18年２月 － 

提出会社 電算センター 
（大阪府吹田市） 

有価証券市
場開設に係
る事業 

ネットワー
ク構築 142 142

自己資金
増資資金（注１） 平成16年12月 平成18年２月 － 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 発行済株式は、すべて株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) １ 当所は、平成13年４月１日に組織変更を行い、証券会員制法人から株式会社になっております。 

  なお、株式会社化に際し、平成13年２月27日開催の臨時会員総会において承認された組織変更計画書に基づき、平成13年

３月31日現在の会員(99社)に対し、１社当たり800株を割り当てております。 

２ 第三者割当(大阪証券金融㈱、大阪中小企業投資育成㈱他法人15社) 発行価額１株当たり125,000円 資本組入額１株当

たり62,500円 

３ 有償一般募集増資（ブックビルディング方式）に伴う新株発行による増加であります。 

発行価額 137,700円、引受価額 159,800円、発行価格 170,000円、資本組入額  68,850円 

４ 第三者割当増資（野村證券㈱）に伴う新株発行による増加であります。 

発行価額 137,700円、割当価格 159,800円、資本組入額  68,850円 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 310,000

計 310,000

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月23日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 90,000 90,000

大阪証券取引所
（ニッポン・ニュ
ー・マーケット－
「ヘラクレス」） 

(注) 

計 90,000 90,000 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成13年４月１日 
(注)１ 

79,200 79,200 4,000 4,000 3,934 3,934

平成15年５月９日 
(注)２ 

3,200 82,400 200 4,200 200 4,134

平成16年４月１日 
(注)３ 

6,800 89,200 468 4,668 618 4,752

平成16年５月７日 
(注)４ 

800 90,000 55 4,723 72 4,825



(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

  

(5) 【大株主の状況】 
平成18年３月31日現在 

(注) １ 上記所有株式数のうち、※印は全て信託業務に係る株式数であります。 

区分 

株式の状況

端株の状況
(株) 政府及び 

地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

－ 18 52 40 88 1 2,261 2,460 ―

所有株式数 
(株) 

－ 8,468 26,297 8,530 40,484 1 6,220 90,000 ―

所有株式数 
の割合(％) 

－ 9.4 29.2 9.5 45.0 0.0 6.9 100.0 ―

氏名または名称 住 所
所有株式数
(株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

モルガン・スタンレーアンドカン
パニーインク 
（常任代理人 モルガン・スタン
レー証券会社東京支店 証券管理
本部 オペレーション部門） 

1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036,U.S.A.
（東京都渋谷区恵比寿４丁目20－３ 恵比寿ガーデンプレ
イスタワー） 

5,397 6.0

株式会社ＣＳＫホールディングス 東京都港区南青山２丁目26－１ 4,929 5.5

バンク  オブ  ニユーヨーク 
ジーシーエム  クライアント 
アカウンツ イー アイエスジー 
（常任代理人 株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行 カストディ業務部） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON
EC4A 2BB，UNITED KINGDOM 
（東京都千代田区丸の内２丁目７－１） 

3,628 4.0

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー 
（常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行 兜町証券決済業
務室） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 2,789 3.1

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目１１－３ 
  

※2,698 3.0

アールービーシー  デクシア 
インベスター  サービシーズ 
トラスト、ロンドン クライアン
ト アカウント 
（常任代理人 スタンダード チ
ャータード銀行） 

71 QUEEN VICTORIA STREET,LONDON，EC４V ４DE
（東京都千代田区永田町２丁目11－１山王パークタワー21
階） 

2,628 2.9

フランクリン ミユーチユアル 
シリーズ フアンド インク ミユ
ーチユアル フアイナンシヤル 
サービシズフアンド 
（常任代理人 株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行 カストディ業務部） 

51 JOHN F.KENNEDY PARKWAY，SHORT HILLS，NJ，
07078 USA 
（東京都千代田区丸の内２丁目７－１） 

1,968 2.2

大 阪 証 券 金 融 株 式 会 社 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４番６号 1,845 2.1

ジェーピー モルガン チェース
バンク 385067 
（常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行 兜町証券決済業
務室） 

WOOLGATE  HOUSE,COLEMAN  STREET  LONDON
EC2P 2HD,ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

1,745 1.9

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 証 券 株 式 会 社 東京都千代田区丸の内２丁目４－１ 
  1,620 1.8

計 ― 29,247 32.5



２ 次の法人より「変更報告書」の提出があり、下記の報告義務発生日現在で当所株式を所有している旨の報告を受けました

が、当所として当事業年度末現在における実質所有株式数を確認できませんので、上記「大株主の状況」には含めておりま

せん。 

    なお、「変更報告書」は複数回提出されておりますが、当事業年度内における最新の報告書の概要を記載しております。

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

  

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

名称 報告義務発生日
所有株式数
(株) 

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合(％) 

フィデリティ投信株式会社 平成18年３月31日 8,849 9.8 

インダス・キャピタル・パートナーズ・ 
エル・エル・シー 

平成18年３月22日 4,231 4.7 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 90,000 90,000 ― 

 端株 ― ― ― 

発行済株式総数 90,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 90,000 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

  

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

  

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】 

 当所は、株主への利益還元を重要な経営課題と認識しております。配当につきましては、安定的且つ継続的な配

当の実施を基本としつつ、業績の状況に応じ配当性向等も勘案し、積極的に利益還元を行う方針であり、当面は、

配当性向40％程度を目処に実施してまいりたいと存じます。この方針に基づき、当事業年度の利益配当金につきま

しては、業績が前事業年度に引き続き順調に推移したため、１株当たり9,500円といたしました。これにより、当事

業年度の１株当たり年間配当金は、中間配当金4,500円を含めて14,000円となり、前事業年度に比べ5,000円の増配

となりました。 

なお、内部留保につきましては、証券取引所としての自主規制機能や競争力の強化を目的としたシステム開発及

び清算機関としてのリスクへの備えを重点として実施してまいります。  

  

（注）当事業年度の中間配当に関する取締役会決議日 平成17年10月25日 

  



４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」におけるものであります。なお、当所株式は、平

成16年４月１日付で大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に上場しております。それ以前につい

ては、該当事項はありません。 

  

 (2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」におけるものであります。 

回次 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) ― ― ― 515,000 1,470,000

最低(円) ― ― ― 250,000 361,000

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高(円) 614,000 630,000 785,000 961,000 1,100,000 1,470,000

最低(円) 561,000 580,000 578,000 651,000 781,000 911,000



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

(株) 

取締役社長 

(代表取締役) 
― 米 田 道 生 昭和24年６月14日 

昭和48年４月 日本銀行入行 

８ 

平成７年７月 同行秋田支店長 

平成10年５月 同行札幌支店長 

平成12年４月 当所常務理事 

平成13年４月 当所常務取締役 

平成14年10月 当所専務取締役 

平成15年12月 当所代表取締役社長（現任） 

平成16年６月 大阪証券金融㈱取締役（現任） 

  大阪中小企業投資育成㈱取締役（現

任） 

常務取締役 

(代表取締役) 
― 小 島 茂 夫 昭和22年12月11日 

昭和45年４月 当所入所 

６ 

平成10年４月 当所人事部長 

平成13年４月 当所執行役員 

平成14年６月 当所取締役 

平成14年10月 当所常務取締役 

平成16年６月 当所代表取締役常務取締役(現任) 

常務取締役 ― 藤 倉 基 晴 昭和22年８月19日 

昭和46年７月

昭和62年７月

平成元年６月

平成３年６月

平成７年５月

平成８年７月

平成９年７月

平成12年７月

平成17年10月

平成18年６月

大蔵省入省 

内閣官房内閣審議官 

大蔵省証券局業務課投資管理室長 

同省国際金融局国際資本課長 

同省関税局総務課長 

同省横浜税関長 

国税庁長官官房国税審議官 

国際金融公社東京駐在特別代表 

当所顧問 

当所常務取締役（現任） 

― 

取締役 － 有 冨 和 利 昭和22年10月29日 

昭和49年４月

平成３年４月

  

  

  

  

平成６年４月

平成８年４月

平成11年７月

平成12年９月

  

平成14年４月

  

平成15年５月

  

平成18年４月

平成18年６月

日本電信電話公社入社 

エ ヌ・テ ィ・テ ィ・デ ー タ 通 信

（株） 

金融システム事業本部第一金融シス

テム事業部金融ネットワーク統括部

長 

同社同事業本部同事業部副事業部長 

同社中国支社長 

同社購買部長 

同社情報ネットワークビジネス事業

本部カードビジネス事業部長 

(株)エヌ・ティ・ティ・データ・フ

ィット取締役 

(株)エヌ・ティ・ティ・データ中国

テクシス代表取締役社長 

当所執行役員 

当所取締役(現任) 

― 

取締役 ― 荒 川 洋 二 昭和10年１月３日 

昭和34年４月 任検事 

― 

平成２年12月 神戸地方検察庁検事正 

平成４年６月 大阪地方検察庁検事正 

平成７年２月 高松高等検察庁検事長 

平成８年５月 大阪高等検察庁検事長 

平成10年２月

平成12年７月

弁護士登録(大阪弁護士会)(現任) 

当所公益代表理事 

平成13年４月 当所取締役（現任） 



  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

(株) 

  

  

取締役 

  

  

― 奥 田  務 昭和14年10月14日 

昭和39年４月

平成３年９月

平成７年５月

平成８年５月

平成９年３月

平成15年５月

  

平成18年６月

(株)大丸入社  

(株)大丸オーストラリア代表取締役 

(株)大丸取締役 

同社代表取締役常務取締役 

同社代表取締役社長 

同社代表取締役会長兼最高経営責任

者（現任） 

当所取締役（現任） 

― 

取締役 ― 川 本 裕 子 昭和33年５月31日 

昭和57年４月 ㈱東京銀行入行 

― 

昭和63年９月 マッキンゼー・アンド・カンパニー

東京支社入社 

平成16年４月 早稲田大学大学院ファイナンス研究

科教授（現任） 
平成16年６月 当所取締役（現任）

取締役 ― 小 林 いずみ 昭和34年１月18日 

昭和60年６月 メリルリンチ・フューチャーズ・ジ

ャパン入社 

― 

平成10年５月

平成12年11月

平成13年３月

メリルリンチ証券会社業務部長 

同社業務統括本部長 

メリルリンチ日本証券㈱法人顧客グ

ループ業務統括本部長 

平成13年12月 同社代表取締役社長（現任） 

平成14年６月 当所取締役（現任） 

取締役 ― 
堺 屋 太 一 

本名：池口小太郎 
昭和10年７月13日 

昭和35年４月 通商産業省入省 

  

― 

  

昭和53年10月 執筆・評論活動開始 

平成10年７月 国務大臣経済企画庁長官 

平成12年12月 内閣特別顧問 

平成13年４月 当所取締役（現任） 

平成14年４月 東京大学先端科学技術研究センター

客員教授 

平成16年４月

  

平成18年４月

早稲田大学大学院ファイナンス研究

科客員教授 

早稲田大学特命教授（現任） 

取締役 ― 松 本  学 昭和25年６月19日 

昭和50年４月 野村證券㈱入社 

― 

平成10年６月 同社取締役 

平成13年６月 同社常務取締役 

平成15年６月

  

野村ホールディングス㈱執行役 

野村證券㈱常務執行役 

平成17年４月 同社代表執行役専務執行役（現任）  

平成17年６月 当所取締役（現任） 

取締役 ― 森 中   蕃 昭和９年11月29日 

昭和27年３月 光証券㈱入社 

― 

昭和52年11月 同社取締役 

昭和53年２月 同社常務取締役 

昭和55年11月 同社代表取締役副社長 

昭和57年11月 同社代表取締役社長 

平成14年６月 当所取締役（現任） 

平成15年６月 光証券㈱代表取締役会長（現任） 

平成16年７月 日本証券業協会大阪地区協会地区会

長（現任） 

監査役 

(常勤) 
― 中 野   實 昭和17年１月２日 

昭和42年４月 大蔵省入省 

２ 

平成３年７月 同省中国財務局理財部長 

平成５年７月 日本証券業協会常任理事心得 

平成７年７月 同協会常務理事 

平成13年４月 当所専務取締役 

平成14年６月 当所代表取締役専務取締役 

平成14年10月 当所代表取締役副社長 

平成16年６月 当所常勤監査役（現任） 



  

  
(注) １ 取締役 荒川洋二、奥田務、川本裕子、小林いずみ、堺屋太一、松本学及び森中蕃の各氏は、会社法第２条第15号に定め

る社外取締役であります。 

２ 監査役 大津隆文及び笹田友三郎の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３ 当所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任

しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。 

 (注)補欠監査役岩城裕氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。 

  

４ 当所は、執行役員制度を導入しており、平成18年６月23日現在５名の執行役員が在任しております。 

  

  

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) 会社の機関の内容 

 当所は、取引所有価証券市場の開設・運営及び有価証券債務引受業という公共性の高い事業を営んでおります

ので、経営の透明性を高めるとともに、投資家、上場会社、取引参加者及び清算参加者（以下、取引参加者と清

算参加者を合わせて「参加者」といいます。）の意見を適切に経営に反映させる必要性があると考えておりま

す。そのため、当所の取締役11名のうち社外取締役を７名とし、社外取締役７名のうち有識者・学識経験者から

３名、上場会社から１名、参加者から３名をそれぞれ選任しております（平成18年６月23日現在）。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

(株) 

監査役 ― 大 津 隆 文 昭和15年２月12日 

昭和37年４月 大蔵省入省 

― 

平成２年６月 同省印刷局長 

平成３年６月 電源開発㈱常務取締役 

平成５年７月 日本証券業協会常務理事 

平成７年７月 同協会専務理事 

平成10年６月 大阪証券金融㈱代表取締役社長 

（現任） 

平成15年６月 当所監査役（現任） 

監査役 ― 笹 田 友三郎 昭和２年１月25日 

昭和38年４月 同志社大学経済学部教授 

― 

平成元年４月 同大学学長 

平成８年４月 同大学名誉教授（現任） 

  松阪大学(現 三重中京大学)大学院政

策科学研究科教授 

平成14年４月 同大学名誉教授（現任） 

平成15年６月 当所監査役（現任） 

計 16 

氏名 生年月日 略歴 所有株式数（株）
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 当所の取締役会は当事業年度において12回開催され、当所の経営方針、事業計画及び当所市場に係る諸制度の

改正等の決議等を行いました。当所の取締役会は多数の社外取締役を含んでいることから、そこでの議論をより

円滑に進めるため、常勤の取締役及び執行役員から構成される経営執行委員会を設置し、取締役会での意思決定

を要する事項の事前審議を必ず行っております（当事業年度は46回開催）。 

  

 当所は監査役制度を採用しており、監査役３名を選任しております。３名のうち２名は社外から選任してお

り、監査役による経営のチェック機能の強化を図っております。また、法令に定める監査役の員数を欠くことと

なる場合に備え、学識経験者から補欠監査役１名を選任しております。当事業年度において監査役会は12回開催

されております。監査役会は、会計監査人及び考査室と密接な連携を保ち、積極的に情報交換を行っております

（平成18年６月23日現在）。 

  

 また、当所では、取締役会の諮問機関として自主規制委員会、規律委員会、市場運営委員会及び清算業務委員

会を設置しております。自主規制委員会は外部の専門家及び実務家により当所の自主規制機能の強化について幅

広く検討することを目的として設置された委員会です。規律委員会は参加者の処分等について諮問するために設

置された委員会です。市場運営委員会は当所市場の諸制度の改正等について幅広い参加者の方々の意見を伺い、

取締役会での議論に反映させる観点から、当所市場の運営に関する問題を諮問するために設置された委員会で

す。また、平成18年１月、有価証券債務引受業を適切かつ確実に遂行する観点から必要な事項を取締役会が諮問

するために清算業務委員会を設置しました。 

 当事業年度においては、自主規制委員会を４回、規律委員会を１回、市場運営委員会を10回、清算業務委員会

を２回開催しました。 

  

 常勤取締役及び執行役員は、各本部等を分担して業務執行に当たっており、その際には、証券取引所の重要な

機能である市場における上場審査、市場監理、参加者監理等を担当する自主規制部門とそれ以外の部門を分離

し、独立性を保持することで公正性の確保を図っております。また、新規上場申請会社の適格性の有無に関する

事項等については、上場検討委員会において審議を行っており、当事業年度においては20回開催しました。 

  

 当所は、経営の透明性を一層高めるため、取締役会の内部委員会として取締役及び監査役の人事並びに報酬等

について審議する指名・報酬委員会を設置しております。取締役会は、当委員会の審議を踏まえ、取締役及び監

査役の人事並びに報酬等に関する株主総会への付議議案の決定等を行っております。 

  

(2) 内部統制システムの整備の状況 

① 内部統制システム構築・運用の基本方針 

ａ 当所の内部統制システムは、上場証券取引所として相応しい組織であるために、かつ、「行動規範」に定

めるコーポレート・アイデンティティに合致するように構築しております。 

ｂ 当所の内部統制システムは、社会情勢や当所を取り巻く経済環境の変化等に対応するために、少なくとも

年１回、取締役会において審議し、必要に応じて改正することといたします。 

ｃ また、細部の運用については、取締役会決定の範囲内であることを前提に、業務の実態に合わせて取締役

社長又は担当役員（その業務の執行の責任を有する取締役又は執行役員をいいます。以下同じ。）の判断若

しくは経営執行委員会での審議を踏まえて随時見直すことといたします。 

  



② 当所の内部統制システム 

ａ 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

・ 取引所有価証券市場の開設・運営という公共性の高い事業を営んでいることから、経営の透明性を高め

るとともに、投資家、上場会社及び証券会社等の意見を適切に経営に反映させるため、常勤取締役よりも

社外取締役の人数を多くし、社外取締役のうち３名以上を有識者・学識経験者から選任しております。 

・ 当所の業務に関する重要事項を専門的に審議し、幅広い意見を集約するため、次の各委員会を設置して

おります。 

  － 自主規制委員会 

  － 規律委員会 

  － 市場運営委員会 

  － 清算業務委員会 

  － 上場検討委員会 

・ 常勤役員、執行役員及び職員に関する「行動規範」ほかの諸規則を定め、あらゆる企業活動の場面にお

いて法令及び定款その他諸規則に適合するよう行動するとともに、担当役員及び管理職に対して指導・監

督責任を課しております。 

・ 当所における法令順守の状況等を組織横断的に把握し、必要に応じて全所的な調整・対処を図るため、

管理本部総務グループ（以下、「総務グループ」といいます。）をコンプライアンス統括部門とし、コン

プライアンス担当役員を定めております。総務グループがコンプライアンスに関して統括業務を執行する

際には、考査室及び監査役室と協議するものとしております。 

・ 業務執行に当たって法令又は定款その他諸規則に抵触するおそれがあると判断される事項については、

総務グループとの協議及び法律専門家の意見等を踏まえ、担当役員及び管理職の責任において疑義を解消

させたうえで、業務を執行しております。 

・ 事務の運営等が法令及び定款その他諸規則又は当所の経営に関する方針等に基づいて適法かつ適正に行

われているか、また、そのためのリスク管理が適切に行われているか、更に、事務の合理的かつ能率的な

運営が行われているか、独自の立場から検討・評価すべく、取締役社長直轄の考査室による内部考査を実

施しております。 

・ 内部牽制機能を高め、不正行為の抑止等を図る観点から、役員及び職員に関する不正行為等の通告を受

け付けるコンプライアンス・ホットライン及びホットライン委員会（社外取締役、弁護士等の外部委員を

含む。）を設置しております。 

・ コンプライアンス・ホットラインに通告があった場合、ホットライン委員会は、事実調査を行い、必要

に応じて取締役会に対する報告等を行います。 

・ 役職員による法規違反等を発見した場合、コンプライアンス統括部門は関係部署とともに事実調査を行

います。当該調査結果に応じて、再発防止策を策定・実施し、取締役会に対する報告等を行います。取締

役社長又は管理本部人事グループ（以下、「人事グループ」といいます。）は法規違反等の内容に応じて

違反者等に対する処分を決定するものといたします。 

・ 役員及び職員のコンプライアンス意識を継続的に向上させるために、総務グループ及び人事グループが

共同して定期的にコンプライアンス研修を実施しております。 



ｂ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

・ 次の諸規程を定め、情報の保存及び管理を行っております。 

－ 文書規程：文書事務の正確かつ迅速な処理を図っております。 

－ 内部情報管理規程：役員及び職員が取得した内部情報の管理の徹底及び内部者取引の未然防止を図っ

ております。 

－ 情報セキュリティポリシー：当所の情報システム（IT）、情報資産の取扱いと情報セキュリティ対策

の基本的な考え方及び施策を定めております。 

・ 役員の業務執行に係る情報として、上記諸規程に基づき、次の文書をはじめとする各種文書について保

存期間を定め、組織的な記録の保存を行っております。 

－ 株主総会議事録 

－ 取締役会議事録 

－ 経営執行委員会議事録 

－ りん議書 

－ その他重要な文書 

・ 「個人情報保護ポリシー」、「情報セキュリティ対策基準」及び金融庁作成の「金融分野における個人

情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」に従った「安全管理措置等に係る

取扱マニュアル」を定め、個人情報を保護しております。 

ｃ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

・ 当所の経営上のリスクを識別した上で、各リスクに応じたリスク管理部門、リスク管理方法等について

定めた「危機管理規程」を制定しております。各リスク管理部門の担当役員は、適切にリスク管理及び危

機対応を図っております。 

・ 総務グループをリスク管理統括部門とし、リスク管理統括役員を定め、各リスク管理部門におけるリス

ク管理の状況等を組織横断的に把握するとともに、必要に応じて全所的な調整・対処を行い、災害発生時

の事業継続計画（BCP）などの策定を図るなど、緊急時の体制を整備することとします。 

・ 当所事業におけるシステムの重要性に鑑みて、システムに関するリスクについては特段の対応を図る必

要があることから、市場運営・システム運行に関わる関係部署が参加するシステム運行管理委員会（委員

長：システム本部担当役員）を設置し、システムの処理能力、運行状況、リスクに関する認識の共有化を

図り、業務上の留意点の確認やシステム障害時の業務継続計画（BCP）及び緊急対応計画などを策定するこ

とにより事前のリスク管理の実効性を高めることとします。 

・ 上記リスクが顕在化し、危機が発生した場合には、取締役社長をトップとする各危機に応じた対策本部

を設置することとし、全所的な情報の収集、対策の策定及び指図を迅速に行います。 

ｄ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・ 執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にした上で、効率的に業務

を遂行させております。 

・ 取締役会での議論をより円滑に進めるため、常勤取締役及び執行役員から構成される経営執行委員会を

設置し、取締役会での意思決定を要する事項の事前審議を行っております。 



・ 担当役員の業務分担を定めるとともに、「組織規程」によって各部署の事務分掌等を、「りん議規則」

によって決裁権限をそれぞれ定め、指揮・命令系統及び業務執行責任を明確化しております。 

・ 毎事業年度末に翌期の業務計画及び予算並びに翌期を初年度とする３か年の中期経営計画を策定し、こ

の過程において、業務計画に合わせて経営資源を効率的に配分するよう努め、その進捗状況・結果につい

ては、経営執行委員会において審議することとしております。 

ｅ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使

用人の取締役からの独立性に関する事項 

・ 監査役の職務を補助すべき者として、監査役室を設置し、専任の担当者を１名置いております。 

・ 監査役室の取締役からの独立性を確保するため、監査役室の体制、異動、考課については、事前に常勤

監査役の同意を得ることとしております。 

・ 監査役は、監査役室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より

監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役、執行役員等の指揮命令を受けないもの

としております。 

ｆ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

・ 常勤取締役、執行役員及び職員は、あらかじめ監査役と協議して定めた報告事項について実効的かつ機

動的に報告を行っております。 

・ 常勤取締役及び執行役員は、定例的に報告すべき事項のほか、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある

事実や法令・定款に違反する重大な事実を発見したときは、直ちに監査役に報告を行っております。 

・ 監査役は、常勤取締役及び執行役員に対して、必要な調査・報告等を要請することができ、経営執行委

員会その他の重要会議に出席して必要な説明を求めることができます。 

ｇ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・ 常勤取締役及び執行役員は、必要に応じて監査役と会合を持ち、経営方針、当所が対処すべき課題、当

所を取巻くリスクのほか、監査役監査の整備状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、監査役監

査の重要性と相互認識の理解を深めるよう努めております。 

  



 当所の業務執行・監視及び内部統制の仕組みについては、下図のとおりです。 

  

 

  

(3) 会計監査の状況 

 当所の会計監査業務を執行した公認会計士は目加田雅洋公認会計士、小堀孝一公認会計士であり、あずさ監査

法人に所属しています。当所の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、会計士補８名及びその他の補助

者３名です。 

  



(4) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係等の概要 

 当所の社外取締役の中には、専門的な立場からの意見を経営に反映させるため参加者から選任された社外取締

役が3 名おります。当該取締役の出身母体である参加者と当所の間には、参加者料金等の取引関係が存在します

が、これらの取引については、当所の規則等に定められた客観的な条件に基づいて行われており、取引の公正性

は確保されています。 

 また、当所の社外監査役の中には、専門的な立場からの意見を監査に反映させるため上場会社・証券金融会社

から選任された社外監査役が1 名おります。当該監査役の出身母体である上場会社・証券金融会社と当所の間に

は、上場賦課金等の取引関係が存在しますが、これらの取引については、当所の規則等に定められた客観的な条

件に基づいて行われており、取引の公正性は確保されています。 

 なお、上記社外取締役又は社外監査役の出身母体である参加者又は上場会社・証券金融会社と当所の間で、当

所の規則等に基づかない利益相反等の取引を行う場合は、特別利害関係人を除く取締役会の承認を経て行うこと

とし、取引の公正性の確保を図ります。 

  

(5) 役員報酬及び監査報酬 

 当事業年度における当所の取締役及び監査役に対する役員報酬等（利益処分による役員賞与及び株主総会決議

に基づく退職慰労金を含む。）並びに会計監査人に対する監査報酬は以下のとおりです。 

    （注）記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

役員報酬等：   監査報酬： 

常勤取締役に支払った額 87百万円   公認会計士法（昭和23年法律第103

号）第２条第１項に規定する業務に

基づく報酬    16百万円 

社外取締役に支払った額 29百万円   四半期財務諸表に対する意見表明業

務に係る報酬   ３百万円 

監査役に支払った額   23百万円     

    計       140百万円   計     19百万円 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当事業年度において連結子会社がなくなったため、当期より連結財務諸表は作成しておりません。 

なお、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５号）附則第２項のただ

し書きにより、改正前の「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。)に

基づいて作成しております。 

  

(2) 当所の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、

「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日 内閣府令第５号）附則第２項のただし書

きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当所は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)の

連結財務諸表並びに前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及び当事業年度(平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで)の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。 



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

    
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比 
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   18,987   

２ 営業未収入金   750   

３ 有価証券   549   

４ 前払費用   68   

５ 取引証拠金特定資産 ※３ 117,581   

６ 清算預託金特定資産 ※３ 1,091   

７ 特別清算預託金特定資産 ※３ 52   

８ 繰延税金資産   159   

９ その他   136   

 貸倒引当金   △0   

流動資産合計   139,377 90.0 

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物   1,341   

(2) 機械装置及び運搬具   826   

(3) 土地   240   

(4) 建設仮勘定   926   

(5) その他   175   

有形固定資産合計   3,509 2.3 

２ 無形固定資産     

(1) ソフトウェア   2,949   

(2) ソフトウェア仮勘定   2,049   

(3) その他   23   

無形固定資産合計   5,022 3.2 

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券   5,665   

(2) 長期貸付金   784   

(3) 長期前払費用   5   

(4) 差入保証金   171   

(5) 信認金特定資産 ※３ 567   

(6) 繰延税金資産   268   

(7) その他   199   

貸倒引当金   △724   

投資その他の資産合計   6,937 4.5 

固定資産合計   15,469 10.0 

資産合計   154,846 100.0 

      



  

    
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比 
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 未払金   4   

２ 未払費用   290   

３ 未払法人税等   73   

４ 未払消費税等   1   

５ 預り金   67   

６ 取引証拠金   117,581   

７ 清算預託金   1,091   

８ 特別清算預託金   52   

９ 賞与引当金   78   

10 システム変更損失引当金   278   

11 その他   23   

流動負債合計   119,543 77.2 

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金   4   

２ 長期預り金   634   

３ 信認金   567   

４ 退職給付引当金   2,690   

５ 役員退職慰労引当金   83   

固定負債合計   3,979 2.6 

負債合計   123,522 79.8 

      

(少数株主持分)     

  少数株主持分   ― ― 

      

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※２ 4,723 3.0 

Ⅱ 資本剰余金   4,825 3.1 

Ⅲ 利益剰余金   21,525 13.9 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   249 0.2 

資本合計   31,324 20.2 

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  154,846 100.0 

      



② 【連結損益計算書】 

  

  

    
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比 
(％) 

Ⅰ 営業収益     

１ 取引参加者負担金   5,052   

２ 上場賦課金   1,887   

３ 機器・情報提供料   2,583   

４ その他   506 10,029 100.0 

Ⅱ 販売費及び一般管理費 ※１ 6,829 68.1 

営業利益   3,200 31.9 

Ⅲ 営業外収益     

１ 受取利息   77   

２ 受取配当金   48   

３ 助成金収入   50   

４ その他   14 190 1.9 

Ⅳ 営業外費用     

１ 支払利息   0   

２ 貸倒引当金繰入額   16   

３ その他   12 30 0.3 

経常利益   3,360 33.5 

Ⅴ 特別利益     

１ 過年度機器・情報提供料   51   

２ 貸倒引当金戻入額   7 59 0.6 

Ⅵ 特別損失     

１ 固定資産臨時償却費 ※５ 294   

２ 固定資産除却損 ※３ 283   

３ 調停による過年度取引参
加者負担金返戻額 

  171   

４ 関係会社清算損   83   

５ システム変更損失引当金
繰入額 

  68   

６ 固定資産評価損   15   

７ ゴルフ会員権売却損   3   

８ 固定資産売却損 ※４ 0 919 9.2 

税金等調整前当期純利益   2,500 24.9 

法人税、住民税 
及び事業税 

  620   

法人税等調整額   △130 490 4.9 

当期純利益   2,009 20.0 

      



③ 【連結剰余金計算書】 

  

  

    
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   4,134 

Ⅱ 資本剰余金増加高     

１ 増資による新株式の発行   691 691 

Ⅲ 資本剰余金減少高   ― 

Ⅳ 資本剰余金期末残高   4,825 

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   19,935 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１ 当期純利益   2,009 2,009 

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 配当金   419 419 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   21,525 

      



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,500 

減価償却費 1,638 

固定資産臨時償却費 294 

固定資産評価損 15 

貸倒引当金の増加額 8 

退職給付引当金の減少額 △335 

役員退職慰労引当金の減少額 △43 

システム変更損失引当金の増加額 68 

賞与引当金の減少額 △42 

受取利息及び受取配当金 △125 

支払利息 0 

固定資産除却損 73 

固定資産売却損 0 

ゴルフ会員権売却損 3 

関係会社清算損 27 

営業未収入金の増加額 △70 

その他 △926 

小計 3,086 

利息及び配当金の受取額 115 

利息の支払額 △0 

法人税等の支払額 △1,463 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,738 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却(償還)による収入 1,133 

有形固定資産の取得による支出 △1,894 

有形固定資産の売却による収入 0 

無形固定資産の取得による支出 △3,910 

投資有価証券の取得による支出 △4,010 

長期貸付の回収による収入 62 

敷金の差入による支出 △157 

敷金の返金による収入 120 

その他 2 

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,653 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △1 

配当金の支払 △418 

株式の発行による収入 127 

財務活動によるキャッシュ・フロー △292 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △7,207 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 26,232 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 19,025 

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

  連結子会社の名称 

   株式会社大阪証券会館 

(1) 連結子会社の数 １社

    

  (2) 主要な非連結子会社は、大証システムサービス株式会

社であります。 

  同社は、小規模会社であり、総資産、営業収益、当期

純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外し

ております。 

２ 持分法の適用に関する事項  持分法を適用していない非連結子会社(大証システムサ

ービス株式会社他１社)は、それぞれ当期純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重

要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

 なお、大証システムサービス株式会社他１社は現在清算

中であります。 

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しており

ます。 

４ 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

 有価証券 

 ① 満期保有目的の債券 

   償却原価法(定額法)によっております。 

    

   ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

    主として連結会計年度末日前１ヶ月の市場価格の

平均に基づく時価法によっております。評価差額は

全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定しております。 

    

     時価のないもの 

    移動平均法による原価法によっております。 

    

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   定額法を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 15～50年

機械装置及び運搬具 ２～６年

    

   ② 無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

   なお、自社利用のソフトウェアについては当所にお

ける利用可能期間(５年)に基づいております。 

    

   ③ 長期前払費用 

   均等償却によっております。 

   なお、償却期間については、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。 



  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

    

   ② 賞与引当金 

   従業員の賞与の支払いに備えるため、支給見込額の

うち当連結会計年度に対応する見積額を計上しており

ます。 

    

   ③ 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度に

おける退職給付債務の見込額に基づき、当連結会計年

度末において発生していると認められる額を計上して

おります。 

   なお、数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法に

より翌連結会計年度から費用処理することとしており

ます。 

    

   ④ 役員退職慰労引当金 

   役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、内

規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しており

ます。 

    

   ⑤ システム変更損失引当金 

   当所有価証券市場の基幹システムの変更による損失

に備えるため、システム変更によるリース解約金等の

見込額を計上しております。 

    

  (4) 重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

    

  (5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価

評価法を採用しております。 

６ 利益処分項目等の取扱いに

関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確定した利益処

分に基づいて作成しております。 

７ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び

現金同等物)は手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 7,498百万円

  

※２ 株式の状況 

   当所の発行済株式総数は、普通株式90,000株であります。 

  

※３ 取引証拠金特定資産等 

   当所では、約定時から決済時までにおける清算参加者の債務不履行により被

るリスクを担保するため、各清算参加者から取引証拠金等の預託を受けており

ます。これらについて、当所の規則上他の資産と区分して管理されているた

め、連結貸借対照表上、その目的ごとに区分して表示しております。 

 ４ 担保受入金融資産の時価評価額 

   連結貸借対照表に計上していない代用有価証券の時価評価額は以下のとおり

であります。 

   上記代用有価証券は、有価証券の売買等の契約不履行の発生時等において処

分権を有するものであります。 

取引証拠金代用有価証券 225,943百万円

信認金代用有価証券 850百万円

清算預託金代用有価証券 848百万円

特別清算預託金代用有価証券 2,563百万円

  

 ５ 偶発債務 

   株式会社日本証券クリアリング機構(以下、「クリアリング機構」という。)

他６社と締結した「損失補償契約書」に基づき、現物取引の清算業務に関し、

クリアリング機構の清算参加者による損失補償対象債務の不履行、または不履

行の恐れが生じたことに起因して、クリアリング機構に生じた損失に対して、

他の損失補償人と連帯して、平成14年９月30日現在におけるそれぞれの違約損

失準備金相当額を限度として、上記不履行の発生した時点またはクリアリング

機構が債務不履行の恐れがあると認定を行った時点におけるクリアリング機構

への出資比率に応じて、当該損失を補償することとなっております。 

   なお、当所の損失補償限度額は、2,569百万円であります。 

  



(連結損益計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費 

   販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

減価償却費 1,638百万円

給与手当及び賞与 1,504百万円

機器・情報提供費 675百万円

業務委託費 792百万円

賞与引当金繰入額 78百万円

退職給付費用 151百万円

  

 ２ 一般管理費に含まれる研究開発費 116百万円

  

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

撤去費用等 209百万円

機械装置及び運搬具 51百万円

その他 1百万円

ソフトウエア 20百万円

計 283百万円

  

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

その他 0百万円

  

※５ 固定資産臨時償却費は、残存価額の変更に伴うものであり、その内訳は次の

とおりであります。 

建物及び構築物 78百万円

機械装置及び運搬具 211百万円

その他 4百万円

計 294百万円

  



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

(リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

現金及び預金勘定 18,987百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △1百万円

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資
(有価証券) 

39百万円

現金及び現金同等物 19,025百万円

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

機械装置及び運搬具 593 404 188

ソフトウェア 206 147 59

合計 800 552 247

  

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 131百万円

１年超 124百万円

合計 255百万円

  

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 197百万円

減価償却費相当額 187百万円

支払利息相当額 6百万円

  

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

  

⑤ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によっております。 



(有価証券関係) 

前連結会計年度 

１ 満期保有目的の債券で時価評価のあるもの(平成17年３月31日) 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年３月31日) 

  

  

３ 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

   該当事項はありません。 

  

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

５ 時価評価されていない主な有価証券の内訳及び連結貸借対照表計上額(平成17年３月31日) 

  

  

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 
時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額を超え
るもの 

 

① 国債・地方債 4,210 4,222 12

② その他 300 306 6

合計 4,510 4,529 19

区分 
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの 

 

株式 530 951 420

合計 530 951 420

区分 
連結貸借対照表計上額

(百万円) 

その他有価証券 

① 非上場株式(店頭売買株式を除く) 704

② ＭＭＦ 39

③ 金銭信託 10

合計 753



６ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額(平成17年３月

31日) 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

  

  

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

満期保有目的の債券  

 ① 国債・地方債 199 4,010 ― ―

 ② その他 300 ― ― ―

小計 499 4,010 ― ―

その他有価証券  

   貸付信託 ― ― ― ―

小計 ― ― ― ―

合計 499 4,010 ― ―

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 当所グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項は

ありません。 



(退職給付関係) 

  

  

次へ 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当所及び連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けてお

ります。 

  なお、厚生年金基金制度につきましては、当所グループが加入していた日本証

券業厚生年金基金が平成17年３月25日付をもって解散したことに伴い廃止してお

ります。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 2,305百万円

②未積立退職給付債務 2,305百万円

③未認識数理計算上の差異 384百万円

④退職給付引当金(②＋③) 2,690百万円

  

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 143百万円

②利息費用 26百万円

③数理計算上の差異の費用処理 △37百万円

    小計   (①＋②＋③) 132百万円

④厚生年金基金拠出金 19百万円

⑤退職給付費用 (小計＋④) 151百万円

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分法 期間定額基準 

②割引率 1.0 ％ 

③数理計算上の差異の処理年数 10年(発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による定額法に

より翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。) 

  



(税効果会計関係) 

  

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

繰延税金資産  

 退職給付引当金損金算入限度超過額 1,103百万円

 無形固定資産減価償却超過額 108百万円

 有形固定資産減価償却超過額 194百万円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 85百万円

 研究開発費 211百万円

 長期前払費用償却超過額 126百万円

 賞与引当金損金算入限度超過額 31百万円

 ゴルフ会員権評価損 85百万円

 役員退職慰労引当金 33百万円

 その他 168百万円

繰延税金資産小計 2,144百万円

評価性引当額 △1,356百万円

繰延税金資産合計 788百万円

  

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △170百万円

 連結子会社への投資に係る税効果の当期認識額 △190百万円

繰延税金負債合計 △360百万円

   

繰延税金資産の純額 427百万円

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があ

るときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.4％

 税額控除 △3.0％

 住民税均等割 0.2％

 連結子会社への投資に係る税効果の当期認識額 0.3％

 評価性引当金 △18.5％

 その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 19.6％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

全セグメントの営業収益の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める取引所有価証券

市場開設に係る事業の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 347,908円86銭 

１株当たり当期純利益 22,212円38銭 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。 

   １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 連結損益計算書上の当期純利益 2,009百万円

 普通株式に係る当期純利益 1,997百万円

 普通株主に帰属しない金額
  利益処分による役員賞与金 

 
12百万円

 普通株式の期中平均株式数 89,933株



(重要な後発事象) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

重要な子会社の株式売却 

 平成17年４月26日開催の取締役会にて、重要な子会社（連結子会社）株式を平和

不動産株式会社に譲渡することを決議し、平成17年５月24日に株式の引渡しを完了

しております。 

  

④売却の理由 

  当所の完全子会社である株式会社大阪証券会館は、証券会社はじめ事業会社の

会議及び催し等に寄与することを目的に、貸室業を中心とする事業を行ってきま

した。 

  しかし、平成15年８月の金融庁検査において、「証券取引所は、取引所有価証

券市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない」

とした証券取引法第87条の２の規定が新設された平成12年12月の同法改正時以

降、同条の規定に抵触する状況にあり、その改善を講じるようにとの指摘をうけ

たことから、これまでの間、改善策を検討してきました。 

①子会社の名称 株式会社大阪証券会館 

②子会社の発行済株式総数 200,000株 

③子会社の主な事業内容等 不動産賃貸業 

  この度、譲渡先が決定したことから、当所所有株式を全株譲渡することとしま

した。 

⑤売却株式数、売却価額、売却損益及び売却後の持分比率 

 株式数 ：200,000株(保有全株式) 

 売却価額：735百万円 

 売却損益：同社株式を売却することに伴い、次期連結会計年度は連結財務諸表を

作成しないため、記載しておりません。 

 持分比率：譲渡前 100.0％ 譲渡後 0.0％ 



⑤ 【連結附属明細表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  18,824 14,268  

２ 営業未収入金  749 1,340  

３ 有価証券  509 3,509  

４ 前払費用  68 59  

５ 取引証拠金特定資産 ※３  117,581 224,894  

６ 清算預託金特定資産 ※３  1,091 1,021  

７ 特別清算預託金特定資産 ※３  52 2  

８ 繰延税金資産  158 290  

９ その他  136 17  

 貸倒引当金  △0 △0  

流動資産合計  139,173 90.1 245,403 92.1

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産 ※１     

(１) 建物  808 782  

(２) 構築物  9 6  

（３）情報システム機器  ― 2,042  

(４) 機械及び装置  823 ―  

(５) 車両運搬具  2 ―  

(６) 工具器具備品  148 127  

(７) 土地  96 96  

(８) 建設仮勘定  926 3  

有形固定資産合計  2,815 1.8 3,059 1.1

２ 無形固定資産     

(１) ソフトウェア  2,949 8,070  

(２) ソフトウェア仮勘定  2,049 9  

(３) その他  20 16  

無形固定資産合計  5,019 3.2 8,096 3.0



  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

３ 投資その他の資産        

(１) 投資有価証券  5,665 8,984  

(２) 関係会社株式  396 ―  

(３) 従業員長期貸付金  209 144  

(４) 関係会社長期貸付金  574 574  

(５) 長期前払費用  5 3  

(６) 差入保証金  175 197  

(７) 信認金特定資産 ※３  567 294  

(８) 繰延税金資産  459 355  

(９) その他  199 198  

貸倒引当金  △724 △723  

投資その他の資産合計  7,530 4.9 10,028 3.8

固定資産合計  15,365 9.9 21,184 7.9

資産合計  154,538 100.0 266,588 100.0

      



  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 未払金  4 72  

２ 未払費用  290 532  

３ 未払法人税等  63 2,246  

４ 未払消費税等  ― 105  

５ 預り金  67 72  

６ 取引証拠金  117,581 224,894  

７ 清算預託金  1,091 1,021  

８ 特別清算預託金  52 2  

９ 賞与引当金  78 96  

10 システム変更損失引当金  278 142  

11 その他  23 247  

流動負債合計  119,532 77.3 229,434 86.1

Ⅱ 固定負債     

１ 長期借入金  4 3  

２ 長期預り金  617 590  

３ 信認金  567 294  

４ 退職給付引当金  2,690 2,517  

５ 役員退職慰労引当金  83 89  

固定負債合計  3,962 2.6 3,494 1.3

負債合計  123,495 79.9 232,928 87.4

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※２  4,723 3.1 4,723 1.8

Ⅱ 資本剰余金     

資本準備金  4,825 4,825  

資本剰余金合計  4,825 3.1 4,825 1.8

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金  322 322  

２ 任意積立金     

(1) 違約損失準備金 2,569 2,569    

(2) 先物取引等違約損失 
準備金 

7,011 7,011    

(3) 別途積立金 5,302 14,882 5,302 14,882  

３ 当期未処分利益  6,038 8,163  

利益剰余金合計  21,244 13.7 23,369 8.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金  249 0.2 740 0.3

資本合計  31,043 20.1 33,659 12.6

負債及び資本合計  154,538 100.0 266,588 100.0

      



② 【損益計算書】 

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 営業収益    

１ 参加者料金 ― 4,034   

２ 取引参加者負担金 5,052 4,025   

３ 上場賦課金 1,887 1,992   

４ 機器・情報提供料 2,583 3,101   

５ その他 358 9,882 100.0 169 13,323 100.0

Ⅱ 販売費及び一般管理費 ※１  6,717 68.0 8,473 63.6

営業利益  3,164 32.0 4,849 36.4

Ⅲ 営業外収益    

１ 受取利息 77 121   

２ 受取配当金 48 51   

３ 助成金収入 50 50   

４ その他 14 190 1.9 28 251 1.9

Ⅳ 営業外費用    

１ 支払利息 0 2   

２ 貸倒引当金繰入額 16 ―   

３ その他 12 30 0.3 6 9 0.1

経常利益  3,324 33.6 5,091 38.2

Ⅴ 特別利益    

１ 関係会社株式売却益 ― 327   

２ 貸倒引当金戻入額 7 0   

３ 過年度機器・情報提供料 51 59 0.6 ― 327 2.5

Ⅵ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※３ 283 159   

２ システム変更損失引当金 
  繰入額 

68 37   

３ 固定資産売却損 ※４ 0 1   

４ 固定資産臨時償却費 ※５ 294 ―   

５ 調停による過年度取引 
参加者負担金返戻額 

171 ―   

６ 関係会社清算損 83 ―   

７ 固定資産評価損 15 ―   

８ ゴルフ会員権売却損 3 919 9.3 ― 198 1.5

税引前当期純利益  2,464 24.9 5,220 39.2

法人税、住民税 
及び事業税 

606 2,322   

法人税等調整額 △139 467 4.7 △364 1,958 14.7

当期純利益  1,997 20.2 3,262 24.5

前期繰越利益  4,131 5,306 

中間配当額  90 405 

当期未処分利益  6,038 8,163 
     



③ 【キャッシュ・フロー計算書】 

  

  
当事業年度

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分
注記
番号

金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前当期純利益 5,220 

 減価償却費 1,676 

 関係会社株式売却益 △327 

 退職給付引当金の減少額 △172 

 貸倒引当金の減少額 △0 

 役員退職慰労引当金の増加額 5 

 賞与引当金の増加額 18 

 システム変更損失引当金の減少額 △135 

 固定資産除却損 153 

 固定資産売却損 1 

受取利息及び受取配当金 △172 

 支払利息 2 

営業未収入金の増加額 △590 

 未払費用の増加額 241 

 未払消費税の増加額 105 

 その他 371 

    小計 6,397 

 利息及び配当金の受取額 172 

利息の支払額 △2 

 法人税等の支払額 △310 

 法人税等の還付額 162 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 6,418 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △6,000 

 有価証券の取得による支出 △1,499 

 有価証券の償還による収入 500 

 有形固定資産の取得による支出 △864 

 有形固定資産の売却による収入 2 

 無形固定資産の取得による支出 △4,287 

 関係会社株式の売却による収入 723 

 投資有価証券の取得による支出 △4,494 

 貸付金の回収による収入 66 

 その他 1 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △15,850 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払による支出 △1,123 

 長期借入金の返済による支出 △0 

   財務活動によるキャッシュ・フロー △1,123 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △10,555 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 18,824 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 8,268 



④ 【利益処分計算書】 

  

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 

  

  
前事業年度

(平成17年６月22日) 
当事業年度 

(平成18年６月23日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益 6,038 8,163

Ⅱ 利益処分額  

  １ 配当金 720 855  

  ２ 役員賞与金 12 732 24 879

Ⅲ 次期繰越利益 5,306 7,284

   



重要な会計方針 

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

  償却原価法(定額法)によっており

ます。 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

      

  (2) 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法によって

おります。 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

      

  (3) その他有価証券 

  時価のあるもの 

   主として期末日前１ヶ月の市場

価格平均に基づく時価法によって

おります。評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定しておりま

す。 

(3) その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

    時価のないもの 

   移動平均法による原価法によっ

ております。 

  時価のないもの 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物 15～50年 

機械及び装置 ２～６年 

(1) 有形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物 15～50年 

情報システム
機器 

２～６年 

      

  (2) 無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  なお、自社利用のソフトウェアに

ついては当所における利用可能期間

(５年)に基づいております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

      

  (3) 長期前払費用 

  均等償却によっております。 

  なお、償却期間については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

(1) 貸倒引当金 

同左 



  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支払いに備えるた

め、支給見込額のうち当期に対応す

る見積額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

      

  (3) システム変更損失引当金 

  当所有価証券市場の基幹システム

の変更による損失に備えるため、シ

ステム変更によるリース解約金等の

見込み額を計上しております。 

(3) システム変更損失引当金 

同左 

      

  (4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見込

額に基づき、当期末において発生し

ていると認められる額を計上してお

ります。 

  なお、数理計算上の差異は、発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)による定額法に

より翌期から費用処理することとし

ております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

      

  (5) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の支払い

に備えるため、内規に基づく当期末

要支給額を計上しております。 

  

(5) 役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の支払い

に備えるため、内規に基づく当期末

要支給額を計上しております。 

  なお、平成18年３月22日開催の取

締役会において、平成18年６月23日

の株主総会の日をもって役員退職慰

労金制度を廃止することを決議しま

した。これに伴い、平成18年６月23

日開催の株主総会において、同総会

終結の時までの在任期間に対応する

退職慰労金を打切り支給すること及

びその支給時期は各役員の退任時と

することを決議しております。 

４ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

  

  

  

  



  

  

会計処理の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

―――  手許現金、要求払預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日又は償還日の到

来する流動性の高い、容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない短期的な投資

であります。 

６ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  固定資産の減損に係る会計基準 

―――  当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日）)及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第

６号）を適用しております。これによる当事業年度の損

益に与える影響はありません。 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  （貸借対照表） 

――― １ 従来、「機械及び装置」及び「工具器具備品」に
含まれていた情報システム関連機器につきまして
は、その実態をより明瞭に表示するため、当事業年
度より「情報システム機器」として表示しておりま
す。 

  ２ 従来、独立掲記しておりました「関係会社株式」
（当事業年度末０百万円）は、当事業年度において
金額が僅少なため「投資その他の資産」の「その
他」に含めて表示しております。 



追加情報 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

    

―――   平成17年４月１日に参加者に係る料金体系の見直
しを実施し、従来の定額負担金、定率負担金及び特
別賦課金からなる「取引参加者負担金」から、基本
料、取引手数料、清算手数料及びアクセス料からな
る「参加者料金」へ料金体系を移行いたしました。
平成18年３月期は移行期間として新旧の体系で計算
した料金の和を２で除した金額を適用しますので、
それに伴い損益計算書の営業収益の科目として、従
来の取引参加者負担金に加えて参加者料金を表示し
ております。 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 6,737百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 6,899百万円

    

※２ 株式の状況 

会社が発行する株式の数 普通株式 310,000株

発行済株式総数 普通株式 90,000株

※２ 株式の状況 

同左 

    

※３ 取引証拠金特定資産等 

   当所では、約定時から決済時までにおける清算参

加者の債務不履行により被るリスクを担保するた

め、各清算参加者から取引証拠金等の預託を受けて

おります。これらについて、当所の規則上他の資産

と区分して管理されているため、貸借対照表上、そ

の目的ごとに区分して表示しております。 

※３ 取引証拠金特定資産等 

同左 

    

 ４ 担保受入金融資産の時価評価額 

   貸借対照表に計上していない代用有価証券の時価

評価額は以下のとおりであります。 

   上記代用有価証券は、有価証券の売買等の契約不

履行の発生時等において処分権を有するものであり

ます。 

取引証拠金代用有価証券 225,943百万円

信認金代用有価証券 850百万円

清算預託金代用有価証券 848百万円

特別清算預託金代用有価証券 2,563百万円

 ４ 担保受入金融資産の時価評価額 

   貸借対照表に計上していない代用有価証券の時価

評価額は以下のとおりであります。 

   上記代用有価証券は、有価証券の売買等の契約不

履行の発生時等において処分権を有するものであり

ます。 

取引証拠金代用有価証券 439,804百万円

信認金代用有価証券 701百万円

清算預託金代用有価証券 1,114百万円

特別清算預託金代用有価証券 3,626百万円

    

 ５ 偶発債務 

   株式会社日本証券クリアリング機構(以下、「ク

リアリング機構」という。)他６社と締結した「損

失補償契約書」に基づき、現物取引の清算業務に関

し、クリアリング機構の清算参加者による損失補償

対象債務の不履行、または不履行の恐れが生じたこ

とに起因して、クリアリング機構に生じた損失に対

して、他の損失補償人と連帯して、平成14年９月30

日現在におけるそれぞれの違約損失準備金相当額を

限度として、上記不履行の発生した時点またはクリ

アリング機構が債務不履行の恐れがあると認定を行

った時点におけるクリアリング機構への出資比率に

応じて、当該損失を補償することとなっておりま

す。 

   なお、当所の損失補償限度額は、2,569百万円で

あります。 

  

 ５ 偶発債務 

同左 

 ６ 配当制限 

   商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は249百万円

であります。 

  

 ６ 配当制限 

   商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は740百万円

であります。 

  



  
(損益計算書関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費 

   販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額

は次のとおりであります。なお、全額が一般管理費

に属する費用であります。 

減価償却費 1,604百万円

給与手当及び賞与 1,489百万円

機器・情報提供費 675百万円

業務委託費 792百万円

賞与引当金繰入額 78百万円

退職給付費用 151百万円

   

※１ 販売費及び一般管理費 

   販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額

は次のとおりであります。なお、全額が一般管理費

に属する費用であります。 

減価償却費 1,676百万円

給与手当及び賞与 1,626百万円

機器・情報提供費 1,026百万円

業務委託費 1,018百万円

研究開発費 697百万円

修繕費 424百万円

賞与引当金繰入額 96百万円

退職給付費用 115百万円

   

    

２ 一般管理費に含まれる研究開発費 116百万円 ２ 一般管理費に含まれる研究開発費 697百万円

    

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

撤去費用等 209百万円

機械及び装置 51百万円

工具器具備品 1百万円

ソフトウェア 20百万円

計 283百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

撤去費用等 5百万円

情報システム機器 65百万円

工具器具備品 3百万円

ソフトウェア 84百万円

計 159百万円

    

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

工具器具備品 0百万円

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

構築物 1百万円

    

※５ 固定資産臨時償却費は、残存価額の変更に伴うも

のであり、その内訳は次のとおりであります。 

建物 78百万円

構築物 0百万円

機械及び装置 210百万円

車両運搬具 0百万円

工具器具備品 4百万円

計 294百万円

※５          ――― 



(キャッシュ・フロー計算書関係) 

当期より連結財務諸表を作成していないため、当事業年度よりキャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。 

  

  

(リース取引関係) 

  

  

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

  

現金及び預金勘定 14,268百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期預金 △6,000百万円

現金及び現金同等物 8,268百万円

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

  
減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

  
期末残高
相当額 
(百万円) 

機械及び装置 593   404   188

ソフトウェア 206   147   59

合計 800   552   247

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

  
期末残高 
相当額 
(百万円) 

情報システム
機器 

121 104   16 

    

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 131百万円

１年超 124百万円

合計 255百万円

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 5百万円

１年超 11百万円

合計 16百万円

    

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 197百万円

減価償却費相当額 187百万円

支払利息相当額 6百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 127百万円

減価償却費相当額 121百万円

支払利息相当額 3百万円

    

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

    

⑤ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

前事業年度に係る「有価証券関係」(子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く)については、連結財

務諸表を作成していたため、「連結財務諸表等」の項にて記載しております。 

前事業年度(平成17年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度(平成18年３月31日) 

１ 満期保有目的の債券で時価評価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

３ 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

   該当事項はありません。 

  

４ 事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

区分   
貸借対照表計上額
(百万円) 

時価
(百万円) 

差額 
(百万円) 

時価が貸借対照
表計上額を超え
るもの 

① 国債・地方債 999 1,000 0

② その他 ― ― ―

小計 999 1,000 0

時価が貸借対照
表計上額を超え
ないもの 

① 国債・地方債 9,001 8,916 △84

② その他 ― ― ―

小計 9,001 8,916 △84

合計 10,001 9,916 △84

区分 
取得原価
(百万円) 

貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの 

 

株式 530 1,777 1,247

合計 530 1,777 1,247



５ 時価評価されていない主な有価証券の内訳及び貸借対照表計上額 

  

  

６ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

  

７ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

前事業年度に係る「デリバティブ取引関係」については、連結財務諸表を作成していたため、「連結財務諸表

等」の項にて記載しております。 

当事業年度末(平成18年３月31日) 

当所は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

区分 
貸借対照表計上額
(百万円) 

その他有価証券 

① 非上場株式 704

② 金銭信託 10

合計 714

区分 
１年以内 
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内
(百万円) 

10年超 
(百万円) 

満期保有目的の債券  

 ① 国債・地方債 3,500 6,500 ― ―

 ② その他 ― ― ― ―

合計 3,500 6,500 ― ―



(退職給付関係) 

前事業年度に係る「退職給付関係」については、連結財務諸表を作成していたため、「連結財務諸表等」の項

にて記載しております。 

  

  

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 2,051百万円

②未積立退職給付債務 2,051百万円

③未認識数理計算上の差異 466百万円

④退職給付引当金(②＋③) 2,517百万円

  

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 133百万円

②利息費用 22百万円

③数理計算上の差異の費用処理 △40百万円

④退職給付費用 (①＋②＋③) 115百万円

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  

  

  

   

①退職給付見込額の期間配分法 期間定額基準 

②割引率 1.0％ 

③数理計算上の差異の処理年数 10年(発生時の従

業員の平均残存勤

務期間以内の一定

の年数による定額

法により翌事業年

度から費用処理す

ることとしており

ます。) 



(税効果会計関係) 

  

  

(持分法損益等) 

当事業年度末(平成18年３月31日) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

 退職給付引当金損金算入限度超過
額 

1,103百万円

 無形固定資産減価償却超過額 108百万円

 有形固定資産減価償却超過額 194百万円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 85百万円

 研究開発費 211百万円

 長期前払費用償却超過額 126百万円

 賞与引当金損金算入限度超過額 31百万円

 ゴルフ会員権評価額 85百万円

 役員退職慰労引当金 33百万円

 その他   167百万円

繰延税金資産小計 2,143百万円

評価性引当額 △1,356百万円

繰延税金資産合計 787百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

退職給付引当金損金算入限度超過
額 

1,022百万円

 無形固定資産減価償却超過額 118百万円

 有形固定資産減価償却超過額 174百万円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 86百万円

 研究開発費 437百万円

 長期前払費用償却超過額 133百万円

 賞与引当金損金算入限度超過額 38百万円

 ゴルフ会員権評価額 78百万円

 役員退職慰労引当金 36百万円

 未払事業税 143百万円

 その他   155百万円

繰延税金資産小計 2,427百万円

評価性引当額 △1,275百万円

繰延税金資産合計 1,152百万円

    

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △170百万円

繰延税金負債合計 △170百万円

   

繰延税金資産の純額 617百万円

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △506百万円

繰延税金負債合計 △506百万円

   

繰延税金資産の純額 645百万円

    

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％

 受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 

△0.4％

 税額控除 △3.0％

 住民税均等割 0.2％

 評価性引当額 △18.7％

 その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 19.0％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％

(調整)  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目 

△0.2％

 税額控除 △0.7％

 住民税均等割 0.1％

 評価性引当額 △1.6％

 還付法人税等 △3.1％

 その他 2.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.5％



【関連当事者との取引】 

前事業年度に係る「関連当事者との取引」については、連結財務諸表を作成していたため、「連結財務諸表

等」の項にて記載しております。 

  

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 344,788円66銭 373,724円54銭

１株当たり当期純利益 22,072円04銭 35,979円95銭

   なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の金額については、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の金額については、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

  １株当たり当期純利益の算定上の基

礎 

 損益計算書上の当期純利益 

1,997百万円 

 普通株式に係る当期純利益 

1,985百万円 

 普通株主に帰属しない金額 

  利益処分による役員賞与金 

12百万円 

 普通株式の期中平均株式数 

89,933株 

１株当たり当期純利益の算定上の基

礎 

 損益計算書上の当期純利益 

3,262百万円 

 普通株式に係る当期純利益 

3,238百万円 

 普通株主に帰属しない金額 

  利益処分による役員賞与金 

24百万円 

 普通株式の期中平均株式数 

90,000株 



(重要な後発事象) 

  

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18年３月31日) 

重要な子会社の株式売却 

 平成17年４月26日開催の取締役会にて、重要な子会社

（連結子会社）株式を平和不動産株式会社に譲渡するこ

とを決議し、平成17年５月24日に株式の引渡しを完了し

ております。 

①子会社の名称 

  株式会社大阪証券会館 

②子会社の発行済株式総数 

  200,000株 

③子会社の主な事業内容等 

  不動産賃貸業 

④売却の理由 

  当所の完全子会社である株式会社大阪証券会館は、

証券会社はじめ事業会社の会議及び催し等に寄与する

ことを目的に、貸室業を中心とする事業を行ってきま

した。 

しかし、平成15年８月の金融庁検査において、「証

券取引所は、取引所有価証券市場の開設及びこれに附

帯する業務のほか、他の業務を営むことができない」

とした証券取引法第87条の２の規定が新設された平成

12年12月の同法改正時以降、同条の規定に抵触する状

況にあり、その改善を講じるようにとの指摘をうけた

ことから、これまでの間、改善策を検討してきまし

た。 

この度、譲渡先が決定したことから、当所所有株式

を全株譲渡することとしました。 

⑤売却株式数、売却価額、売却損益及び売却後の持分比

率 

 株式数 ：200,000株（保有全株式） 

 売却価額：735百万円 

 売却利益：327百万円 

 持分比率：譲渡前 100.0% 譲渡後 0.0% 

――― 



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

【債券】 

  

  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円) 

(投資有価証券)   

その他有価証券   

大阪証券金融㈱ 2,293,080 1,777 

㈱東洋経済新報社 250 0 

㈱日経ラジオ社 10,000 6 

大阪中小企業投資育成㈱ 50,000 316 

㈱ＱＵＩＣＫ 24,000 7 

㈱証券保管振替機構 90 90 

㈱日本証券クリアリング機構 2,850 285 

計 2,380,270 2,482 

銘柄 券面総額(百万円) 貸借対照表計上額(百万円) 

(有価証券)   

満期保有目的の債券   

第226回利付国債 1,000 999 

第227回利付国債 500 499 

第228回利付国債 500 500 

第229回利付国債 500 499 

第387回割引国債 500 499 

第396回割引国債 500 499 

小計 3,500 3,499 

(投資有価証券)   

 満期保有目的の債券   

第233回利付国債 500 498 

第237回利付国債 500 499 

第242回利付国債 500 499 

第25回利付国債 500 499 

第31回利付国債 500 503 

第33回利付国債 1,000 1,006 

第42回利付国債 1,000 1,000 

第44回利付国債 500 501 

第47回利付国債 500 496 

第49回利付国債 500 499 

第52回利付国債 500 497 

小計 6,500 6,502 

計 10,000 10,001 



【その他】 

  

  

種類及び銘柄 投資口数等(口) 貸借対照表計上額(百万円) 

(有価証券)   

その他有価証券   

金銭信託 10 10 

計 10 10 



【有形固定資産等明細表】 

  

（注） 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

情報システム機器  新売買システム関連  926百万円、新清算システム関連  670百万円 

ソフトウェア    新売買システム関連 4,837百万円、新清算システム関連 1,324百万円 

  

    

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。 

  

２ 当所の長期借入金は、すべて年金資金運用基金からであり、当該借入金は、当所職員の住宅資金として貸付(転貸融資)し

ているものであり、返済に係る金利の一部を補助しております。 

３ 「平均利率」については、借入金等の月末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

  

資産の種類 
前期末残高
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却累 
計額(百万円)

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高 
(百万円) 

有形固定資産       

 建物 2,748 2 ― 2,750 1,968 28 782

 構築物 21 ― 2 19 12 0 6

情報システム機器 5,476 1,800 459 6,817 4,775 505 2,042

 車両運搬具 10 ― 10 ― ― 0 ―

 工具器具備品 272 71 73 270 142 30 127

 土地 96 ― ― 96 ― ― 96

 建設仮勘定 926 3 926 3 ― ― 3

有形固定資産計 9,552 1,877 1,471 9,958 6,899 565 3,059

無形固定資産       

 ソフトウェア 4,929 6,311 598 10,642 2,572 1,106 8,070

 ソフトウェア仮勘定 2,049 9 2,049 9 ― ― 9

 その他 45 0 0 45 29 3 16

無形固定資産計 7,025 6,320 2,648 10,697 2,601 1,110 8,096

長期前払費用 5 4 ― 3 ― ― 3

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

１年以内に返済予定の長期借入金 0 0 5.06 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

4 3 5.07
平成19年９月20日～
平成26年９月20日 

合計 5 4 ― ― 

  
１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

長期借入金 0 0 0 0



【資本金等明細表】 

  

  

  

  

  

【引当金明細表】 

  

（注）役員退職慰労引当金の当期減少額（その他）11百万円は、社外取締役及び社外監査役の退職慰労金制度の廃止による戻入額

であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金 (百万円) 4,723 ― ― 4,723

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (株) (90,000) (―) (―) (90,000)

普通株式 (百万円) 4,723 ― ― 4,723

計 (株) (90,000) (―) (―) (90,000)

計 (百万円) 4,723 ― ― 4,723

資本準備金及び 
その他資本剰余金 

資本準備金      

 株式払込剰余金 (百万円) 4,825 ― ― 4,825

計 (百万円) 4,825 ― ― 4,825

利益準備金及び 
任意積立金 

利益準備金 (百万円) 322 ― ― 322

任意積立金      

 違約損失準備金 (百万円) 2,569 ― ― 2,569

 先物取引等 
 違約損失準備金 

(百万円) 7,011 ― ― 7,011

 別途積立金 (百万円) 5,302 ― ― 5,302

計 (百万円) 15,205 ― ― 15,205

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額
(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金 724 ― ― 0 724 

賞与引当金 78 96 78 ― 96 

システム変更損失引当金 278 37 172 ― 142 

役員退職慰労引当金 83 18 1 11 89 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  

② 営業未収入金 

  

相手先別内訳 

  

  

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

区分 金額(百万円)

現金 4

預金  

当座預金 1

普通預金 3,414

定期預金 10,843

郵便貯金 4

別段預金 0

計 14,263

合計 14,268

相手先 金額(百万円)

ソシエテジェネラル証券会社 79

エービーエヌ・アムロ証券会社 64

全日本空輸（株） 63

ゴールドマン・サックス証券会社 58

大和証券エスエムビーシー株式会社 50

その他 1,024

計 1,340

期首残高 
(百万円) 
  
(Ａ) 

当期発生高 
(百万円) 
  
(Ｂ) 

当期回収高
(百万円) 
  
(Ｃ) 

当期末残高
(百万円) 
  
(Ｄ) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ) 
２ 
(Ｂ) 
365 

749 13,425 12,834 1,340 90.5 28.4



③ 取引証拠金特定資産 

  

④ 未払金 

  

相手先別内訳 

  

⑤ 未払費用 

  

相手先別内訳 

  

⑥ 長期借入金 

  

  

  

  

  

  

区分 金額(百万円)

普通預金 168,894

定期預金 56,000

計 224,894

相手先 金額(百万円)

（株）日立製作所 17

住商情報システム（株） 13

富士通エフエスオー（株） 11

（株）神戸デジタル・ラボ 6

（株）ＣＳＫシステムズ 6

その他 17

計 72

相手先 金額(百万円)

富士通(株) 169

日本電信電話(株) 15

(株)野村総合研究所 13

富士通サポートアンドサービス(株) 13

(株)日本ビジネスデータープロセシングセンター 8

その他 311

計 532

相手先 金額(百万円)

年金資金運用基金（旧年金福祉事業団） 3



⑦ 退職給付引当金 

  

(3) 【その他】 

訴訟等 

当所では、平成18年３月末現在、次の事件が係争中であります。 

  

・ 損害賠償請求事件 

当所の野口卓夫元副理事長が当所理事会の承認を得ずに設立したジェイ・イー・エス株式会社（清算結了

済）が、同社の完全子会社である日本電子証券株式会社の全株式9,800株を小林洋行株式会社に譲り渡したと

ころ、平成15年８月、金融庁が日本電子証券株式会社が行った法令違反行為に対し業務停止処分を行い、さら

に平成15年９月、当所が金7,000万円、日本証券業協会が金4,000万円の過怠金を日本電子証券株式会社に課し

ました。 

本件は、上記事実に関して、小林洋行株式会社が、当所役員等は日本電子証券株式会社の法令違反行為を知

りながら、これを秘匿して株式を売り渡したものであり、これにより過怠金等の処分による日本電子証券株式

会社の財産的損失及び信用毀損が発生し、日本電子証券株式会社の株式価値の下落による損害を被ったとし

て、当所に対して金１億6,000万円の損害賠償金の支払いを求めているという事案です。 

本件に関しては、当所としては、小林洋行株式会社の主張には事実認識の誤りがあり損害賠償責任を負わな

いことなど、当所の立場を主張し争っていく所存です。 

区分 金額(百万円)

退職給付債務 2,051

未認識数理計算上の差異 466

計 2,517



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注) １ 会社法施行に伴う端株制度の廃止を受け、平成18年6月23日開催の定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、端

株制度は廃止されました。 

２ 平成18年6月23日開催の定時株主総会決議により定款の一部変更が行われ、当所の公告方法は電子公告となりました。た

だし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いた

します。 

なお、電子公告は当所ホームページに掲載いたします（http://www.ose.or.jp/）。 

決算期 ３月31日 

定時株主総会 毎事業年度終了の日の翌日から３か月以内 

基準日 ３月31日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 該当なし 

株式の名義書換   

  取扱場所 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社  

  取次所 住友信託銀行株式会社 全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

株券喪失登録 

株券喪失登録申請料 

  

１件につき10,000円 

株券登録料 １株につき500円 

端株の買取り（注１）   

  取扱場所 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号 

住友信託銀行株式会社  

取次所 住友信託銀行株式会社 全国各支店 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として、別途定める金額 

公告掲載方法 日本経済新聞（注２） 

株主に対する特典 

株主優待制度 
（１） 対象株主 

毎年３月31日の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された、１株 
以上所有の株主 

（２） 優待品 
クオカード（2,000円券） 

（３） 贈呈時期 
毎年６月 定時株主総会終了後（予定） 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当所には、親会社等はありません。 

  

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 

(1) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第４期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月22日 
近畿財務局長に提出。 

            

(2) 
  

半期報告書 
  

事業年度 
(第５期中) 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

  
平成17年12月20日 
近畿財務局長に提出。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月22日

株式会社大阪証券取引所 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社大阪証券取引所の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社大阪証券取引所及び連結子会社の平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以 上 
  

  

あずさ監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  目 加 田  雅  洋  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  小  堀  孝  一  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月22日

株式会社大阪証券取引所 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社大阪証券取引所の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第4期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社大阪証券取引所の平成17年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

あずさ監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  目 加 田  雅  洋  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  小  堀  孝  一  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月23日

株式会社大阪証券取引所 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社大阪証券取引所の平成17年4月１日から平成18年3月31日までの第5期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社大阪証券取引所の平成18年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

あずさ監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  目 加 田  雅  洋  ㊞ 

指定社員 

業務執行社員 
公認会計士  小  堀  孝  一  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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